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１．都市経営・行財政改革  

 

公共施設やインフラの老朽化、都市防災力の強化、超高齢社会の到来など 喫緊の課題に

対応しつつ、安定的な地方財源の確保や国との交渉力を強められたい。また、積極的に行

財政改革に取り組むほか、常に社会の事象に照らし整合性を自己検証し、限られた財源の

中で事業の優先度や緊急性を考慮するとともに計画的かつ効果的な高品質の都市経営に努

められたい。市民のための自治体であることを十二分に理解した上で行政運営に努め、市

民本位の行政サービスをおこない、すべてのことをスピーディに実施・実行することに努

められたい。  

 

１）大型工事の分割・工区割りにより、地元企業の受注機会が拡大するよう努めるととも

に、さいたま市の補助金を使用するプロジェクトや大規模公費（デザインビルド案件等お

いて地元企業が優先的に参加できるよう要件制定を検討すること。  

（回答）契約課 

 工区や業種、業務等の分離発注方式の導入については、これまでも市内企業育成の観点

から、入札参加機会の均衡・拡大につながるよう適正な分離・分割発注に努めてまいりま

した。 

 今後も、市内企業の育成はもとより、品質の確保、経済性合理性や公正性等について、

総合的に勘案しながら、より一層の適切な建設工事の発注に努めてまいります。 

 大型工事等につきましては、通常の検討に加えて、ＷＴＯの「政府調達に関する協定」

を考慮し、慎重に設定してまいります。 

 

２）優良施工業者の指名競争入札など工事の性格及び地域での実績に応じてあらゆる形態

を駆使しながら、市内業者の育成を図り、併せて、年度内公共工事の発注・施工の平準化

に努めること。また、年度内工事の元所管への当該年度内工事への再投資に努めること。  

（回答）契約課 

 年度内公共工事の発注の平準化については、これまでも繰越明許費や債務負担行為の活

用により翌年度にわたる工期設定に努めており、引き続き、施工時期の平準化に努めてま

いります。併せて、工事の性格に応じた様々な入札契約方法を研究し、市内業者の育成に

努めてまいります。 

（回答）財政課 

 年度内工事の元所管への当該年度内工事への再投資については、修繕工事などの緊急性

が求められる案件など必要性が高い案件について適切な執行に努めているところであり、

また、補正予算を計上するなど、引き続き、努めてまいります。 

 

３）入札の公平性や入札手続きに関する負担を考慮し、入札に参加する事業者の実情把握

に努めること。 また、予算については近年の物価上昇や法改正に伴う人件費高騰も合わせ

て労務単価の適正な見直しを行うこと。 

（回答）契約課 

 平成１７年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、公共工事の

発注者には、価格と品質が総合的に優れた調達を行うことにより、品質確保の促進が求め

られていますので、本市においても総合評価方式による入札を推進していく考えです。 

 総合評価方式に係る手続については、分かりやすい手引き等の作成や、資料作成の簡素

化などを適宜行っており、参加者にかかる負担が少なくなるよう努めております。 
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（回答）技術管理課 

 公共工事設計労務単価については、国が毎年行う「公共事業労務費調査」の調査結果に

基づいて決定しており、本市においても、適切かつ迅速に反映しているところです。 

 

４）特定共同企業体による実施対象について、更に実施対象規模の引き上げを検討するこ

と。  

（回答）契約課 

 特定共同企業体の対象工事金額については、令和５年４月に現行の金額に改正し、建築

工事は５億円以上を実施の対象とし、埼玉県と同等の水準としたところです。 

 更なる引上げについては、指定都市や埼玉県等の他自治体の状況も参考にしながら検討

してまいります。 

 

５） 公共工事品質確保の観点から、大規模工事等の入札参加資格として一定規模の工事施

工実績を要求すること。 ※（例：設計金額２億円の場合、１億円以上の施行実績 など）  

（回答）契約課 

 本市発注の建設工事においては、工事の難易度、特殊性等を踏まえ、競争性の確保に留

意しつつ、必要と認められる場合に入札参加資格として施工実績を求めております。 

 また、建設工事における総合評価方式の技術提案型及び簡易型では、評価項目に同種の

施工実績を設定しております。 

 今後も、工事の特性等に応じた施工実績を入札参加資格として設定し、公共工事の品質

確保を図ってまいります。 

 

６）中小企業・小規模事業者の受注機会増大の観点から、国土交通省と同様の入札参加資

格における官公需適格組合の算出方法特例適応を検討すること。  

（回答）契約課 

 建設工事の官公需適格組合における経営事項審査の総合評定値の算出については、中小

企業・小規模事業者の受注機会の増大のため、埼玉県及び県内市町と同様の特例措置を講

じております。 

 今後も、埼玉県及び県内市町の動向を注視してまいります。 

 

７）市内企業への入札参加の機会を多く図るため、工区や業種、業務等の分離発注方式の

検討や一抜け方式の積極的な導入を進めること。  

（回答）契約課 

 工区や業種、業務等の分離発注方式の導入については、これまでも市内企業育成の観点

から、入札参加機会の均衡・拡大につながるよう適正な分離・分割発注に努めてまいりま

した。 

 また、一抜け方式の導入については、地元企業の受注機会の均衡化などを目的とし、同

業種・同規模工事を対象として、一抜け方式による発注を採用してまいりました。 

 今後も、市内企業の育成はもとより、品質の確保、経済性合理性や公正性等について、

総合的に勘案しながら、より一層の適切な建設工事の発注に努めてまいります。 

 

８）造園工事については、市内業者の育成及び高品質の工事施工のため土木・建築業種か

らの分離を検討すること。 

（回答）契約課 

 本市発注の造園工事につきましては、これまでも地元企業の育成の観点から、入札参加
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機会の均衡・拡大につながるよう適正分離・分割発注に努めてきました。 

 今後も、地元企業の受注機会の確保のため、品質の確保、経済性合理性や公正性等につ

いて、総合的に勘案しながら、より一層の適切な建設工事の発注に努めてまいります。 

 

９）解体工事業については、建築工事業から分離し各事業について適切な発注方法を行う

こと。 

（回答）技術管理課 

 解体工事については、建築工事から分離し、解体工事業の許可を有する者を入札参加者

として、単独で発注しております。 

 

１０）埼玉県発注工事を参考に、さいたま市においても難工事完了実績の優遇措置採用を

検討すること。  

（回答）契約課 

 難工事について、埼玉県では、建設工事の不調、不落対策として、社会条件やマネジメ

ント特性が厳しい工事を難工事と指定し、その工事の成績が一定の点数であれば、次の総

合評価方式における工事で加点評価する仕組みを難工事完了実績の優遇措置としています。 

 本市の総合評価方式による工事発注件数は、埼玉県に比べ少なく、まず総合評価方式に

よる工事を増やし、その上でどのような工事を難工事とするか、また、施工実績をどのよ

うに反映するか等の課題について、引き続き、工事所管等と協議してまいります。 

 

１１）総合的建物管理業務委託の最低制限価格の見直しを踏まえるとともに、併せて、事

後公表をすること。また、複数年契約をする際には、人件費等の高騰を見据えて価格を設

定すること。 

（回答）調達課 

 最低制限価格については、清掃業務や警備業務など人件費の占める割合が高い業務にお

いては、令和８年１月から引上げを行うとともに、費目別算定方式を導入するところです。

今後も、昨今の物価上昇や人件費の高騰等を踏まえ、国や他の自治体の基準を参考に、適

時適正な入札制度の改善に努めてまいります。 

 また、事後公表については、次年度以降の業務における予定価格が推測され、積算能力

が不十分な事業者が受注することで、適正な履行の確保が図れなくなるおそれがあること

から非公表としております。 

 なお、複数年契約の締結については、賃金等の変動に基づき契約金額を変更するスライ

ド制度を導入し、適切な価格転嫁を図ってまいります。 

 

１２）実勢価格の動向を踏まえ、高額資材特別調査の価格決定方法を見直すこと。また、

現在の社会的、経済的な情勢の影響により材料価格の上昇が止まらないことを考慮し、現

行の単品スライド条項の見直し等を検討すること。  

（回答）技術管理課 

 土木工事で使用する資材等の単価については、市場における最新の実勢価格を適切に反

映したものを設計単価として設定しております。引き続き、最新の実勢価格を調査し、適

切な単価設定に努めてまいります。 

 単品スライド条項の運用について、これまで工事材料の価格増加分は、工事材料の「実

際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負

代金額として運用していましたが、令和４年６月２９日より、購入価格が適当と示す証明

書類を提出した場合は実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代
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金額を変更できるよう見直しを行いました。また、商習慣により、「実際の購入価格」を

示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負

代金額を変更できるよう見直しを行いました。 

  ・土木積算システム管理事業（建設資材等の価格調査） ３１，７０２千円の内数 

 

１３） 設計単価の採用順位について実勢価格の動向を踏まえ柔軟に対応すること。  

（回答）技術管理課 

 土木工事で使用する資材等の単価については、市場における最新の実勢価格を適切に反

映したものを設計単価として設定しております。引き続き、最新の実勢価格を調査し、適

切な単価設定に努めてまいります。 

  ・土木積算システム管理事業（建設資材等の価格調査） ３１，７０２千円の内数 

 

１４）歩掛け採用順位について実勢価格の動向を踏まえ柔軟に対応するとともに、平均値

を見直すこと。  

（回答）技術管理課 

 歩掛け採用順位については、国土交通省が作成する『土木工事積算基準書』に基づき決

定しております。なお、土木工事積算基準書は国土交通省が実施する『施工形態動向調査』

の結果に基づき歩掛数量等を決定しております。 

 また、土木工事積算基準書に記載のない歩掛は見積により決定することとなっておりま

すが、土木工事で使用する見積歩掛については、令和３年１０月より平均に最も近い歩掛

を参考に歩掛を決定することに改めております。 

 

１５）土木工事に係る見積歩掛について、資材単価同様に平均値の採用を検討すること。  

（回答）技術管理課 

 土木工事で使用する見積歩掛については、令和３年１０月より平均に最も近い歩掛を参

考に歩掛を決定することに改めました。 

 

１６）積算参考資料について見積採用単価・損料等の明示について積極的に検討すること。  

（回答）技術管理課 

 積算参考資料については、令和６年１０月より、入札公告時の積算参考資料にて、見積

採用単価を明示することに改めました。 

 

１７） 設計図書について、受注発生先の思惑が相反するため時間をかけて決定すること。  

（回答）技術管理課 

 設計図書については、関係機関との調整、住民合意、法手続きなど施工条件の明示等に

より適切な設計図書となるよう決定してまいります。 

 

１８）人手不足をふまえた働き方改革の推進として、施工工事の平準化、債務負担行為の

さらなる活用と余裕ある工期設定をすること。また、学校夏休み期間工事等特別な事情で

工期に制限がある場合には経費等の増額を検討すること。  

（回答）技術管理課 

 工事の平準化については、工期が１年未満の工事も含めた債務負担行為の設定等による

翌年度にわたる工期など、適正な工期設定に努めております。債務負担行為の更なる活用

については、関係部局で連携を図りながら債務負担行為等予算措置を進めてまいります。 

 余裕のある工期設定については、人材や資機材の調整が行いやすくなることで工事の円
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滑な施工が図れるよう、余裕期間制度を活用した工事の発注に努めてまいります。 

 また、工期に制限があることで時間外、深夜及び休日に施工を行う場合には、設計図書

に明示し賃金を割増すなど予定価格の適正な積算を実施してまいります。 

 

１９）人手不足により大きな負担となっている各種提出書類等の簡素化及び監督・検査時

のウェブ会議や電子契約等による建設 DX の導入や推進、現場代理人の駐在義務や兼務を

認める工事条件の緩和等、様々な方面からの負担軽減を検討し、利用促進を図ること。   

（回答）契約課、工事検査課、技術管理課 

 各種提出書類等の簡素化及び監督・検査時のウェブ会議や電子契約等による建設 DX の導

入や推進については、令和５年度より、電子メールや工事情報共有システムを活用した工

事書類の情報共有を開始し、令和７年１０月より工事情報共有システムの活用義務付け発

注を開始いたしました。また、令和７年４月に工事の円滑な施工および受発注者双方の働

き方改革の推進を目的とし、本市が発注した土木工事の工事関係書類の簡素化（スリム化）

を図るため、「さいたま市土木工事スリム化ガイド」を策定しました。その他の業務効率

化の取組として、リモートによる現場立会い等を行う「建設現場の遠隔臨場」の試行を令

和４年６月より実施し、令和６年度には、職員の自席パソコンでの遠隔臨場が可能となり

ました。引き続き、社会情勢の変化に柔軟に対応し、デジタル技術を活用して、建設工事

現場におけるＤＸを関係部局で連携し進めてまいります。 

 また、現場代理人の常駐義務や兼務を認める工事の条件緩和については、「現場代理人

の常駐緩和に関する取扱い要領」において、安全管理のほか現場の取締りに支障が生じな

いこと等を条件に定め、令和７年度は、兼務を認める工事条件の緩和を図り、条件を満た

す場合は、兼務件数を３件までの兼務を認めることとしたところです。 

 引き続き、建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会情勢の変化に対応しながら適

切な工事発注に努めてまいります。 

  ・工事等契約関係及び業者登録管理事業（電子契約の導入、入札制度の調査・研究）

（一部） １，１４９千円 

  ・技術基準・技術管理事業（工事監理業務デジタル化） ６３５千円 

 

２０）夏季の暑さによる安全性等を考慮し、工事作業時間の柔軟化等について検討するこ

と。 

（回答）技術管理課 

夏季における建設現場での暑さ対策については、作業開始時間を早め、涼しい時間に現

場着手するなど、現場状況に応じた柔軟な対応により、労働者の安全確保に努めてまいり

ます。 

 

２１）施設管理に関する業務については、各施設の衛生環境、建物等の資産価値維持の観

点から価格の適正な見直し等を検討し、適切な施設の管理運営に努めること。 

（回答）調達課 

 施設管理に関する業務については、特に建物清掃、警備業務などの人的労働が中心とな

る業務は、労務費等の上昇による影響が大きいことから、「業務委託に係る積算方法のガ

イドライン」を活用した適切な予定価格等の積算をするとともに、参考見積により予定価

格等を積算する場合におきましても、労務費等の上昇分を考慮した積算とするよう進め、

適正な履行の確保を図ってまいります。 
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２．都市基盤整備  

市民が誇れる都市にすべく、１３５万人を擁する政令指定都市にふさわしい都市基盤を

整備・構築し、市民の協力のもと道路網や鉄道網等の基盤整備の実施に努められたい。  

また、さいたま市全体に都市としての付加価値を高めるべく、国土強靭化計画等の国の

施策と連携して、首都圏に位置する大都市としての機能が発揮できる都市基盤整備に一層

努めること。都心エリア、副都心エリア、良好な市街化区域等、それぞれの地域の価値を

高め、地域の独自色が生みだせる基盤整備に努められたい。  

  

２２）土地区画整理事業や市街地再開発事業の都市整備については、国からの財源と効率

的に地域の理解を得る努力を一層強め、計画が遅れているエリアについては前倒しができ

る仕組みを検討すること。また、権利者との信頼関係を作り上げる事を第一とし、施行地

区ごとの具体的目標を定め工程表として進捗を公表すること。再開発事業者については、

組合施行に加えて地元の総合建設業者の経験と実績を最大限活用できるようＰＦＩ（公民

連携等）を更に推進しながら、環境の変化を適切かつ柔軟に対応できるよう促し、行政自

らが常に検証し、その「結果責任」による視点を重視すること。土地買収や境界線画定等

の事務については、専門的な部署をつくり市自ら集中的に権利者との合意形成に努め、ス

ピード感を持ち整備を確実に推進すること。  

（回答）市街地整備課 

  土地区画整理事業及び市街地再開発事業については、財源となる国庫補助金の効率的な

活用や、権利者との合意形成に努めるとともに、事業計画、資金計画の見直し等により、

総合振興計画実施計画に基づき、各施行地区の進行管理を行い、早期完了を図ってまいり

ます。また、再開発事業者に対しては、特定業務代行等民間活力導入の手法を引き続き周

知、働きかけを行うとともに環境の変化を適切かつ柔軟に対応できるように取り組んでま

いります。 

 土地買収等については、市街地整備事業に関連した用地買収事業に係る職員は専門的な

知識が求められるため、職員のスキルアップを図るとともに、関係部局とも連携を取りな

がら、引き続き権利者への丁寧な説明等による合意形成に努め、事業を推進してまいりま

す。 

  ・土地区画整理事業に要する経費 ９，４６８，８７８千円 

  ・市街地再開発事業に要する経費 ３２１，７５２千円 

 

２３）新たな都市計画道路のネットワーク整備については、整備促進に向け国との調整や

国からの財源確保を確実に実施して、長期計画にずれが生じない徹底した進捗管理と継続

的な予算確保に努めること。また、地元住民との信頼関係を構築できるよう工夫するとと

もに、土地収用制度を大胆に適用し、東西を結ぶ都市計画道路早期完成など多数の市民の

利益を念頭に置き、市が示す整備日程を常に公開し工程管理を確実に実施すること。  

（回答）道路計画課、土木総務課 

 新たな都市計画道路のネットワーク整備については、整備推進に向けた財源確保のため

に、国へ補助金の要望を積極的に行ってまいります。また、速やかな用地の確保や早期の

工事発注など、徹底した進捗管理を行うとともに、必要な事業費を継続的かつ確実に確保

できるよう努めてまいります。 

 また、地元住民に対しては、適切な時期に説明会を実施し、信頼関係を構築してまいり

ます。このほか、権利者交渉が難航するなど、事業進捗に多大な影響を受ける場合は、土

地収用法の活用を視野に入れながら進捗管理を行ってまいります。 
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 さらに、さいたま市道路整備計画に位置付けられた路線については、調査・設計が完了

次第、事業計画説明会を実施し、事業化に向けた取組を行うとともに、市ホームページに

おいて、説明会開催の状況や、各路線の事業進捗率等をお伝えしてまいります。 

  ・街路整備事業 ７，５０５，９４３千円の内数 

  ・道路新設改良事業 ２，９１０，６６９千円の内数 

  ・街路管理事業（土木総務課）（先行取得用地及び代替地の管理） 

 １９，４７０千円の内数 

 

２４）賑わいと文化・教育の調和する浦和のまちづくり整備において、浦和駅前再開発・

市民会館うらわ跡地利用等を更に推進し、段階的に実施していくこと。 

（回答）文化振興課 

 市民会館うらわ跡地の利活用については、周辺のまちづくりや地域からの要望を踏まえ

検討してまいります。 

（回答）浦和駅周辺まちづくり事務所 

 浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業については、再開発事業を推進するため、引き

続き、浦和駅西口南高砂地区市街地再開発組合に対して、補助金の交付等を行い支援して

まいります。 

  ・市街地再開発推進事業（浦和駅周辺まちづくり事務所） ６３０，８４７千円 

 

岩槻駅周辺地区については岩槻歴史街道と街並・景観づくりを考慮しながら、「さいた

ま城下町構想」を整備推進し、岩槻城址公園の史跡復元を実施すること。  

（回答）岩槻まちづくり事務所 

 岩槻まちづくりアクションプランに基づき、岩槻歴史街道については、「裏小路」を対

象に、歴史・文化をイメージした回遊ルートの整備を進めてまいります。 

  ・まちづくり推進事業（岩槻まちづくり事務所）（岩槻歴史街道事業） 

 ２５，３０６千円 

（回答）文化財保護課 

岩槻城址公園の史跡復元については、県指定史跡「岩槻城址」であることから埼玉県と

の連携を密に図り、今後の保存活用に関する研究を進めるとともに、岩槻の城下町に関わ

りある歴史文化資源等の整備に関し必要な調査及び財源確保に努めてまいります。 

  ・文化財保護事業 １６０，７９２千円の内数 

大宮駅周辺地域戦略ビジョンに基づく、「公共施設の再編計画」及び旧大宮区役所跡地

の活用等を早期に実現し、さらなる民間再開発を誘発する「連鎖型まちづくり」の計画実

施を早急かつ確実に推進すること。 東日本エリアの拠点を目指して、大宮駅グランドセン

トラルステーション化構想などの都市基盤整備を着実に推進すること。 

（回答）東日本交流拠点整備課、大宮駅東口まちづくり事務所 

大宮駅グランドセントラルステーション化構想などの都市基盤整備については、令和２

年度末に公表した大宮ＧＣＳプラン２０２０に基づき、個別プロジェクトの事業化検討や

全体事業調整を進めてまいります。 

  ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（東日本交流拠点整備課） 

９１，１９３千円 

（回答）大宮駅東口まちづくり事務所 

大宮駅東口周辺地区の公共施設再編のうち、令和７年８月に策定した「大宮駅東口周辺

公共施設再編駅前賑わい拠点 実施方針」の実現のため、賑わい創出機能の導入なども含
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め、事業化に向けたより具体的な事項を示す、まちづくりプランの作成を進めてまいりま

す。 

 その他のエリアにつきましては、各エリアごとに全体方針を具現化した実施方針の策定

に向けて引き続き調査・検討を進めてまいります。 

  ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進業務（大宮駅東口まちづくり事務所）（大宮駅東

口公共施設再編事業） ４６，００２千円の内数 

各種事業にあっては年度ごとに市民満足度評価を実施すること。市内各地のまちづくり

においては、一元的に開示し市民アンケートなどを実施し評価を受け検証すること。また、

まちづくりのコンサルタントに左右されない市民本位のまちづくりに努めること。  

（回答）まちづくり総務課 

 地域発意のまちづくりについては、情報発信や意見収集等を行いながら、地域本位のま

ちづくりに努めてまいります。 

２５）さいたま市の特筆すべき経営資源の見沼田圃については、見沼田圃基本計画アクシ

ョンプランに基づき、都市農業の生産基盤づくりと魅力的な自然空間の再生・地域活性化

のための施策をエリア毎に計画的に実施していくこと。 

（回答）農業政策課 

  見沼田圃の活性化については、都市住民が見沼田圃に集うことで活性化に資するよう、

都市住民参加型のイベントや市民農園の整備を支援してまいります。 

  ・農業経営支援事業（見沼田圃等を活用した体験型農園の推進） ５５０千円 

（回答）見沼田圃政策推進課 

 首都圏に残された貴重な大規模緑地空間である見沼田圃については、見沼田圃基本計画

アクションプランに基づき、保全や活用に係る様々な取組を推進することで、魅力ある田

園空間としての再生、地域の活性化を図ってまいります。 

・見沼田圃の保全・活用・創造事業(見沼田圃のグリーンインフラの推進)  

４５，８１０千円 

さらに首都圏近郊型の都市農業特区の実現に向けて、見沼田圃保存・活用・創造の方針

の見直しを含め、国と実務的協議を開始すること。併せて、役割分担を含め埼玉県との協

議も継続実施し、魅力的な都市自然空間の価値を段階的に具現化していくこと。  

（回答）農業政策課 

 都市農業特区の実現については、農業者や企業等の意向を把握し、国や県などとも連携

を図りながら、その必要性について検討してまいります。 

（回答）見沼田圃政策推進課 

 「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」については、「見沼田圃の保全・活用・創

造のための連携会議」等において、引き続き埼玉県と課題に対する方策等について協議し

てまいります。また、見沼田圃基本計画アクションプランに基づく事業を着実に実施して

いくことにより、魅力的な都市自然環境の実現に向けて取り組んでまいります。 

・見沼田圃の保全・活用・創造事業(見沼田圃のグリーンインフラの推進)  

４５，８１０千円 

２６）地下鉄７号線の鉄道事業者へ事業要請に伴い、速やかに岩槻駅周辺及び中間駅付近

の都市計画を見直すこと。  

（回答）未来都市推進部、都市計画課 
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 地下鉄７号線の延伸については、令和７年度内の鉄道事業者への事業実施要請を目指し、

計画内容の精査を行っております。 

 岩槻駅周辺や中間駅周辺のまちづくりについては、それぞれ有識者会議を開催し、まち

の将来像やその実現に向けた施策などについての検討を経て、令和７年度内に「中間駅ま

ちづくり方針」を改定するとともに、「岩槻駅周辺まちのあり方ビジョン」を策定します。 

  令和８年度以降は、「中間駅まちづくり方針』及び『岩槻駅周辺まちのあり方ビジョン」

の実現化に向けた検討を進めてまいります。これらの検討の進捗に合わせ、必要な都市計

画の見直しを検討してまいります。 

  ・地下鉄７号線延伸促進事業 １，３４３，７４０千円 

  ・浦和美園・岩槻地域間成長発展事業 ２７，６３０千円 

  ・都市計画推進事業（コンパクト・プラス・ネットワークの推進） 

 １３，６５９千円の内数 

 

３．経済活性化・産業振興・スポーツ  

地域経済の活性化には、地元企業・商店街の発展が不可欠である。地域経済の活性化の

ため、既存産業の強みを活かす成長戦略を創出し、ＩＣＴを利活用し新たなビジネスモデ

ル基軸とした新事業・新サービスの創出など、インキュベーション支援の強化に努められ

たい。また地域イノベーションの創出を強化するために、戦略的企業誘致を更に推進し、 

地元への雇用対策強化にも努められたい。 環境未来都市や新成長戦略においては、個々の

プロジェクトにスピード感を持って取り組むとともに、それぞれ有機的に関連しているプ

ロジェクトでもあるため、連携しながら価値を高めて頂きたい。さらに、市内のスポーツ

コンテンツを最大限に活用し、各種スポーツ団体と積極的に連携して、スポーツ観光やス

ポーツ産業の育成に努められたい。  

  

２７）東日本連携の核となる東日本連携支援センターの安定的な運営のため適切な予算の

確保とともに、更なる連携充実を図ること。  

（回答）経済政策課 

 東日本連携センターについては、安定的な運営のため施設利用料金収入の増加等を通じ

て、引き続き、自主財源確保に向けた取組を推進してまいります。 

 また、東日本連携各都市との緊密な連絡・調整の下、東日本連携・創生フォーラムで合

意した連携事業の一層の推進を図ります。 

  ・広域連携推進事業 ８９，６９７千円の内数 

２８）市内への外国人観光客誘致促進のため、多言語によるシティーセールスやサービス

拡充を推進すること。 

（回答）観光国際課 

 インバウンド施策については、現在取り組んでいる訪日外国人の動向分析を生かしなが

ら、地域資源を活用して本市の魅力を発信し、訪日外国人の更なる誘客促進のための方策

を検討してまいります。 

  ・観光推進対策事業（インバウンド促進事業） １０，４３９千円 

２９）企業誘致の戦略的アクションについては、誘致インセンティブを積極的に採用し、

本市の産業特性を活かす分野や企業に集中的にアプローチして、雇用の拡大も加味した誘

致方針を打ち出し、地域イノベーションを下支えすること。更に東日本に進出する企業と
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市内企業とのコラボレーション推進や、支店や工場など出先機関の支援を強化すること。  

（回答）産業展開推進課 

 企業誘致の戦略的アクションについては、「さいたま市産業立地基本方針」を策定し、

目指すべきビジョンとして、本市をライフサイエンス、先端・精密技術、ＩＣＴ、ＡＩな

ど次世代成長産業の集積拠点にすること、またイノベーションの創出拠点にすることなど

を掲げたところです。また、基本方針に基づき、東日本の活動拠点機能や製造機能などを

有する企業の誘致を行っており、市内企業とのマッチングを含めた支援やさいたま市産業

立地促進補助金等のインセンティブを活用しながら、引き続き戦略的企業誘致を推進して

まいります。 

  ・企業誘致等推進事業 ３４７，１０３千円の内数 

３０）地域商店街のイノベーション推進のために、商店街の活性化には、先進的な取組み

を実施している商工団体や企業等とのコラボレーションを積極的に推進している団体など

に手厚く支援することも必要であり、地域特性に配慮しつつユニークで新しい発想の支援

に取組むこと。  

（回答）商業振興課 

 商店街の活性化に向けた取組については、地域の特色を生かした商業活性化事業として、

盆栽等の文化芸術や大型イベントの活用等による事業を実施してまいります。 

 また、商店街の活性化を目的に、スポーツチームなどの地域資源を活用した事業を実施

する団体に対して補助を行っており、引き続き支援を実施してまいります。 

 なお、地域商店街のイノベーション推進のため、「地域通貨」、「市民アプリ」をより

一層活用した支援を実施してまいります。 

  ・商工業振興事業（一部） １１，８０２千円 

  ・商店街振興事業（一部） ５１，１７７千円 

３１）防犯カメラの設置への支援拡充、電気料金等の補助、商店街の活性化に不可欠な街

路灯に関する整備については、商店街所有の街路灯が永続的に維持管理できるよう、補助

支援策及び防犯カメラや街路灯等の保守に対する補助制度を継続する事。また、キャッシ

ュレス決済端末の導入等に対する店舗向け補助支援策及び決済手数料等による事業者負担

の軽減についても併せて検討すること。  

（回答）商業振興課 

 防犯カメラ設置に向けた取組については、地域における犯罪の防止などのために商店会

が設置する防犯カメラに対して経費の一部の助成を実施しており、引き続き支援を実施し

てまいります。 

 また、エネルギー価格高騰が商店街にもたらす影響を踏まえ、商店街街路灯等の電気料

については、補助率の引上げを継続実施し、その経費の一部を補助してまいります。 

 キャッシュレス決済端末導入に対する支援については、まずは端末購入等の初期費用が

なく、決済手数料についても市中のキャッシュレス決済と比較し低く抑えられている「さ

いコイン」への加盟推奨を強化してまいります。 

 そのうえで、必要に応じてキャッシュレス決済導入に対する補助支援策について調査研

究を行ってまいります。 

 併せて、商店の関係者等に対して、座学による講義及びグループワーク等を実施するこ

とで、キャッシュレス決済を始めとした、時勢に応じた支援も実施してまいります。 

  ・商店街振興事業（商店街環境整備補助事業） １５，８７０千円の内数 

  ・商店街振興事業（商店街街路灯等電気料補助事業その他）（一部） 

３５，３４９千円 

  ・商店街振興事業（魅力ある商店創出事業） ８４０千円 
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３２）原油原材料高騰等より経済的な影響を受けている商店街事業者向けのさらなる支援

策拡充を検討するとともに、物価高騰の影響等を考慮し消費の喚起を促す商店街活性化キ

ャンペーン事業に対する補助金の継続支援を検討すること。  

（回答）商業振興課 

 原油原材料高騰等の影響を受けた商店街の支援については、商店街街路灯の電気料につ

いて、補助率の引上げを継続実施し、その経費の一部を補助してまいります。支援策の拡

充については、原油原材料高騰等の状況や、それに伴う市内経済への影響を注視しながら、

適宜、状況に応じた必要な支援の検討を進めてまいります。 

 また、商店街活性化推進補助事業を通じ、引き続き、商店会が実施する販売促進や地域

イベント等へ支援してまいります。 

 商店街活性化キャンペーンについて、市内消費の拡大と賑わいの創出を図るため、引き

続き補助を実施してまいります。 

  ・商店街活性化推進補助事業 １７，７０３千円 

  ・商店街振興事業（商店街街路灯等電気料補助事業その他）（一部） 

 ３５，３４９千円 

  ・商店街活性化キャンペーン事業補助金 ４０，０００千円 

３３）さいたま市の商工業団体等の補助金の拡充について検討すること。  

（回答）商業振興課 

 商工業団体等への補助については、国指定の伝統的工芸品である「岩槻人形」「江戸木

目込人形」に係る事業を実施する岩槻人形協同組合に引き続き補助してまいります。また、

市内商工業の振興を目的として、市内４地区の商店会連合会が実施する地域イベント等に

対しても、引き続き補助し、支援してまいります。 

 補助金の拡充については、原油原材料高騰等の状況や、それに伴う市内経済への影響を

注視しながら、適宜、検討を進めてまいります。 

  ・商工業振興事業（岩槻人形協同組合補助事業）（一部） ４，０００千円 

  ・商店街振興事業（４地区商店会連合会補助金） ２，５００千円 

３４）地産地消の強みを活かした都市農業を育成していくために国や県との協議を積極的

に行うこと。併せて、都市農業の機能が活かせる大規模な農業法人化に向けた総合的な支

援を実施することとまた、農業環境整備と福祉施策との連携も図り、さいたま市らしい都

市農業政策を確立していくこと。  

（回答）農業政策課 

 地産地消の強みを活かした都市農業の育成については、農業経営の規模拡大も見据え、

認定農業者の育成に取り組んでまいります。また、国や県をはじめ、様々な団体と意見交

換し、幅広い農業振興施策に取り組んでまいります。 

・農業経営支援事業（認定農業者支援事業） １２，０７７千円 

３５）次世代型スポーツ及びインクルーシブスポーツ施設の整備を進め、生涯スポーツ振

興やスポーツツーリズム等に寄与する次世代に向けた投資を行うこと。また、若年層のス

ポーツ選手や女子スポーツ選手の育成強化を図ること。 

（回答）スポーツ政策室、スポーツ振興課 

 「みる」スポーツを核とした次世代の交流拠点となる（仮称）次世代型スポーツ施設に

ついて、与野中央公園以外のエリアへの誘致・整備に関する検討を行ってまいります。 

 インクルーシブスポーツ施設の整備については、利用状況等を踏まえながら、誰もが使

いやすい施設となるようスポーツ環境の向上に努めてまいります。 
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 若年層のスポーツ選手や女子スポーツ選手の育成強化を図ることについては、公益財団

法人さいたま市スポーツ協会を通じてスポーツ少年団を支援するほか、小学生女子サッカ

ークリニック（さいたまシティサッカー夢プロジェクト）、女子中学生を対象としたサッ

カー大会（ＳＡＩＴＡＭＡ ＧＩＲＬＳ ＭＡＴＣＨ）、中学生年代女子サッカー合同練

習会（スマイルプロジェクト）を開催します。また、全国大会等に出場する小中学生を対

象に、さいたま市小中学生全国大会等出場奨励金を交付します。 

・生涯スポーツ振興事業（スポーツ振興課）（公益財団法人さいたま市スポーツ協会

の活動支援） ５２，０４４千円の内数 

・スポーツシューレ等施設整備事業（（仮称）次世代型スポーツ施設の誘致・整備）  

１０，４３９千円 

・サッカーのまちづくり推進事業（さいたまシティサッカー夢プロジェクト） 

 ５００千円 

・サッカーのまちづくり推進事業（ＳＡＩＴＡＭＡ ＧＩＲＬＳ ＭＡＴＣＨ） 

 ２，０００千円 

・生涯スポーツ振興事業（スポーツ振興課）（小中学生全国大会等出場奨励金交付事

業） １，５００千円 

・スポーツシューレ等施設整備事業（「さいたまスポーツシューレ」の推進）（一部） 

６，５００千円 

・体育館等管理運営事業 ５７７，４２３千円の内数 

３６）スポーツ施設の運営に関する予算措置の取り込みを検討するとともに、「サッカー

王国」や「サッカーの聖地」と呼ばれていることを活かし、サッカー関連事業に積極的に

取り組むこと。  

（回答）スポーツ振興課 

 スポーツ施設の環境整備については、市民が身近な場所で誰もが気軽にスポーツを楽し

むことができる場を増やすとともに、安全・安心に利用できる施設として利用環境の向上

を図ってまいります。 

 また、サッカー関連事業については、サッカーの魅力を総合的に体験できるイベント

「さいたまサッカーフェスタ」や、女子サッカーの普及・発展を図る取組等を行うことと

しております。 

  ・サッカーのまちづくり推進事業 １４，４５９千円 

３７）地域体育館や公園施設内にあるスポーツ施設環境の整備に努め、地域に根差したス

ポーツ文化をより醸成させていくために、市民ニーズを的確に捉えたスポーツ施設の積極

的な整備を行うこと。また、周辺エリア等の動線や施設整備についてもきめ細かく検討、

推進し、地域のみならず世界に挑戦するチームの練習や活動の支援に繋がるよう多角的な

視点を持つこと。  

（回答）スポーツ振興課 

 スポーツ施設の環境整備については、市民が身近な場所で誰もが気軽にスポーツを楽し

むことができる場を増やすとともに、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心に利

用できる施設として利用環境の向上を図ってまいります。 

 また、「さいたま市スポーツ施設の整備方針」に則り、公共施設マネジメント計画を考

慮し、将来の財政負担を増やさない工夫の下、市民ニーズを的確に捉えながら、今後のス

ポーツ施設整備を計画的に検討してまいります。 

 浦和駒場スタジアムやＮＡＣＫ５スタジアム大宮につきましても、利用者の利便性等を

考慮しながら必要な箇所の修繕等を進めてまいります。 
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  ・体育館等管理運営事業 ５７７，４２３千円 

  ・屋外スポーツ施設管理運営事業（一部） ２９８，０６２千円 

（回答）北部公園整備課 

 地域の体育館や公園施設内にあるスポーツ施設については、合併前にできた施設がほと

んどであり、老朽化が進行しております。このため、川通公園などの照明灯やＮＡＣＫ５

スタジアム大宮の大型映像装置及び照明灯、岩槻文化公園の空調設備の改修を行ったとこ

ろであり、令和６年度からは大和田公園及び堀崎公園の照明灯改修に取り組んでおります。 

なお、今後は指定緊急避難場所である岩槻文化公園の体育館について、昨今の猛暑に耐え

うるようにメインアリーナや武道場の空調施設の新設整備を進めてまいります。（令和８

年度実施設計を予定） 

・都市公園等整備事業（北部公園整備課）（委託料：公園施設の新設・改修その他） 

   ９，２００千円の内数 

３８）市内スポーツに関連する統一アプリケーション開発等のスポーツ DX 推進やイベント

開催、企業版ふるさと納税の活用等を検討し、市内スポーツの更なる活性化を支援するこ

と。  

（回答）スポーツ振興課、スポーツ政策室 

 市内スポーツに関連するＤＸの推進については、本市が中長期的な目標として掲げてい

る「ＤＸにより目指すべき姿」において、行政サービスを受けるために必要な市への手続

等によって発生する市民の負担を可能な限り減らすこととしており、これに基づく各種申

請の非対面での受付や電子化を引き続き進めてまいります。  

 また、「さいたま市版ＳＯＩＰ（スポーツオープンイノベーションプラットフォーム）」

において地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）による寄附を引き続き募集する等、当

該制度を活用してまいります。 

  ・スポーツシューレ等施設整備事業（「さいたまスポーツシューレ」の推進）（一部） 

７，４４６千円 

３９）ＮＡＣＫ５スタジアム大宮、浦和駒場スタジアム、浦和競馬場などさいたま市内の

スポーツ経営資源を活用し、総合的なスポーツ産業の育成とスポーツツーリズムを更に強

化するとともに、浦和レッドダイヤモンズ・RB 大宮アルディージャ・三菱重工浦和レッズ

レディース・RB 大宮アルディージャ WOMEN・埼玉西武ライオンズ・さいたまディレーブ・

Ｔ.Ｔ彩たま・さいたまブロンコスなどの本市と繋がりのあるプロスポーツチームと連携し、

市民向けスポーツ教室等の誘致・拡充し、スポーツを通じた市民協働・共生の環境整備を

推進すること。 

（回答）スポーツ振興課、スポーツ政策室 

 プロスポーツチームと連携したスポーツ教室の誘致・拡充については、小学生女子サッ

カークリニック、女子中学生を対象としたサッカー大会（ＳＡＩＴＡＭＡ ＧＩＲＬＳ 

ＭＡＴＣＨ）、中学生年代女子サッカー合同練習会（スマイルプロジェクト）などにおい

て、市とつながりのあるプロスポーツチームと連携した取組を引き続き進めてまいります。 

 また、新たにプロスポーツチーム等と連携した、身近なスポーツの体験機会を提供して

まいります。 

 スポーツ産業の育成とスポーツ観光については、さいたま市版ＳＯＩＰ（スポーツオー

プンイノベーションプラットフォーム）の取組を通じて推進してまいります。 

  ・スポーツシューレ等施設整備事業（「さいたまスポーツシューレ」の推進）（一部） 

１３，９４６千円 



14 
 

  ・生涯スポーツ振興事業（スポーツ政策室）（アーバンスポーツを含むあらゆるスポ

ーツを楽しむ機会の提供） ４２，９７８千円の内数 

  ・サッカーのまちづくり推進事業 １４，４５９千円の内数 

４０）市民の健康増進並びにコミュニケーション活動の更なる増進を図るため、学校や公

共グラウンドの既存施設への夜間照明設置を推進すること。 また、屋内施設においては適

切な空調設備を進めること。 

（回答）スポーツ振興課 

 夜間照明については、老朽化に伴う不具合による事故発生のリスクを防ぐとともに、照

明のＬＥＤ化による省電力化を図ってまいります。なお、学校を新設する際には設置の検

討をしてまいります。 

 体育館へのエアコン設置については、施設の機能向上となるため、公共施設マネジメン

ト計画に基づき検討してまいります。 

  ・学校体育施設開放事業（夜間照明設備のＬＥＤ化） ５７，５０８千円 

 

４．子育て・教育・生涯学習  

文教都市さいたまの優位性を活かし、さらなる教育文化都市を実現すべく保育・幼児教

育、学校教育から生涯学習に至るまで、市民一人ひとりを大切にする“育む教育”に徹し、

生命の誕生から子育て・教育までの人生前半の社会保障を充実させて、児童生徒の心のケ

アや安心安全政策などを強化し、「子育てするなら、さいたま市」のブランドの確固たる

地位を築いていくことを追求されたい。また、市民の文化芸術をはじめとする生涯学習振

興へも目を向け、 市民が心豊かに暮らせる工夫をこらされたい。 

 

４１）次世代を担う子ども達を安心して産み育てられるよう妊娠・出産・育児に対する支

援及び女性の健康支援に努め、市民が産後ケアを有効活用できるよう自己負担額の軽減並

びに助産所施設整備金の拡充、双子加算、４か月加算、上の子加算の拡充、運営費確保の

ための宿泊及びデイサービス補助額の増額、産後ケア訪問指導料金の改定について、昨今

の物価高騰の影響もふまえ検討すること。また、産後の母乳相談等、乳児の成育支援等に

関する情報については分かりやすく周知し、ケア等を受けやすくするための支援制度を構

築すること。 

（回答）母子保健課 

 本市では、子ども達を安心して産み育てられるよう、様々な形で妊娠期から切れ目ない

支援を行っております。 

  産後ケア事業の自己負担額の軽減については、令和６年度に実施した減額クーポンの導

入のほか、利用者アンケートによる意見や他指定都市等の状況を踏まえて、引き続き、適

正な運営に向けて事業の見直しを行ってまいります。 

 また、産後ケアの施設整備費については、実績やサービス提供事業者へのアンケートを

基に、対象施設数の拡充に取り組んでまいります。さらに、現在、サービス提供事業者に

対する双子加算、４か月児加算、きょうだい児加算を設けておりますが、宿泊型・デイサ

ービス型および訪問型の委託料について、段階的な引き上げや新たな加算を設けるなど、

引き続き、持続可能な産後ケア事業の体制整備について検討してまいります。 

 産後の母乳相談については、「妊婦支援給付金※」を活用できるサービスとして御案内

しております。母乳だけでなく人工乳で育てる方もいることから、妊婦支援給付金を有効

に活用していただきたいと考えております。また、産後ケア事業の訪問型（早期）、デイ
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サービス型、宿泊型を利用する際にも母乳相談等のケアを受けることができることから、

利用しやすい制度となるよう、令和６年４月より利用料の自己負担減額クーポンを導入し

ております。今後も、安心して出産・子育てができるよう、様々な相談支援に取り組んで

まいります。 

 ※「パパママ応援ギフト（出産・子育て応援給付金）」は、制度化に伴い「妊婦支援給

付金」に切り替わりました。 

  ・母子保健健診事業（産後ケア事業） １６８，７４７千円 

４２）子育て人材の質を確保するため、さいたま市における職員雇用対策補助事業や職員

処遇改善費補助事業の充実拡大に努めること。特に職員の家賃補助については恒久的な制

度を構築すること。併せて、保育補助者雇上強化事業の導入、市の単独補助で１歳児４名

の基準の維持並びに実態に即した手当向上、２歳児５名の基準創設などの人数配置数を増

やすことによる保育士確保に効果的な支援を講じること。  

（回答）幼児政策課、保育施設支援課 

 市独自の処遇改善費補助事業については、雇用対策費補助金、職員処遇改善費補助金に

よる給与の上乗せ補助を引き続き実施するとともに、令和７年度に創設した保育士を対象

とする「さいたま保育士応援手当」を増額し、更なる処遇改善の拡大を図ります。 

 また、保育補助者雇上強化事業、運営費補助金、保育士宿舎借り上げ支援事業、保育士

奨学金返済支援事業を引き続き実施することにより、更なる保育士確保につながるよう努

めてまいります。なお、保育士宿舎借り上げ支援事業の恒久化については、国へ要望して

いるところですが、今後も様々な機会を通じて引き続き要望してまいります。 

 ２歳児５名の基準については、保育士配置基準の改善や公定価格改定に係る国の動向を

注視し、保育士確保に効果的な支援を検討してまいります。 

・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（保育人材確保対策） 

 ２，４６４，４５０千円 

・認可外保育施設運営事業（保育人材確保対策） ２０，８８８千円 

４３）保育士の特例配置実施に伴う危機管理上の懸念や保育の質並びに保育士の処遇低下

を招く恐れについての十分な議論を行うこと。また、保育の質の維持・向上のために保育

士処遇の改善に努め、補助金削減や最低基準の緩和等により保育環境の劣化を招かないこ

と。  

（回答）幼児政策課、保育施設支援課 

 保育士などの職員配置の特例については、運用規定に保育に携わることのできる者の要

件を定めるほか、施設が業務負担の見直しや保育士の処遇改善に取り組んでいることなど

を要件としており、保育の質を確保するとともに、保育士の処遇低下を招かないような配

慮を行っているところです。 

 保育士の処遇改善についても、給与上乗せ補助や負担軽減に係る補助金などを今後も引

き続き実施してまいります。 

４４）施設の運営にあたり、借地利用の園についての家賃補助の拡充・恒久化を図ること。

また、土地提供者に対しては固定資産税の減免措置等に準じる制度構築を、その他各種事

務負担についても軽減策を検討すること。 

（回答）固定資産税課 

 土地提供者に対し、固定資産税の減免措置等に準じる制度構築を検討することについて

は、無償借地はその利用状況に応じて非課税、減免、課税標準の特例を適用しています。

有償借地は法に基づき適正な課税に努めています。 
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（回答）のびのび安心子育て課、保育施設支援課 

 賃借料に対する補助については、２１大都市児童福祉主管課長会議などを通じ国へ要望

しているところですが、様々な機会を通じて引き続き要望してまいります。 

４５）将来の保育需要を十分に検討研究、保育施設の運営法人の多様な形態の在り方を構

築し、私立幼稚園・認定こども園・小規模保育事業者・ナーサリールーム・家庭保育室等、

運営形態が異なる事業者に対し、運営費の補助に一定の画一化を図り各家庭の負担をなく

していくよう努めること。また、いわゆる三歳児問題に対応するために重要な役割を果た

している、ナーサリールームや小規模保育事業所に対して連携先確保を確実に支援し効果

的な支援を講じること。  

（回答）幼児政策課、のびのび安心子育て課、保育施設支援課 

 市が運営費を給付している保育所などと、県から運営費の補助を受ける新制度未移行の

幼稚園とでは、給付・補助の実施主体が異なり、画一化は困難ですが、利用する施設の種

別にかかわらず、等しく保護者負担の軽減が図られるよう、令和元年１０月に開始された

幼児教育・保育の無償化制度を基本に、私立幼稚園等の入園料補助金など必要な支援を実

施してまいります。 

また、様々な保育ニーズに対し、今後の保育需要を十分に検討・研究し、多様な事業者

の能力を活用した施設の設置や運営を促進してまいります。 

 小規模保育事業所における連携施設確保については、ナーサリールーム等が連携施設と

して認められていることから、連携施設の確保を促進するための調整役として、地域型保

育事業連携推進員を配置するなど、連携促進を図っているところですが、引き続き、各教

育・保育施設と円滑な連携ができるよう、事業者に対する支援を行ってまいります。 

・幼稚園就園奨励事業（幼児政策課）（私立幼稚園入園料補助事業） 

９８，０００千円 

・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課） 

 ５８，７３９，６６８千円の内数 

・職員人件費（職員課）（地域型保育事業連携推進員設置事業） ４４６千円 

４６）待機児童解消に向けて将来的な保育需要や地域差等を考慮し認可保育園を適正に整

備すること。また、既存保育所の定員変更を柔軟に認め、子どもに対する処遇改善を検討

する事。  

（回答）幼児政策課、のびのび安心子育て課   

 認可保育所等の整備については、保育需要の更なる増加が見込まれる地域を中心に取り

組んでおり、令和８年４月１日までに４４０人の定員増を行うとともに、令和８年度にお

いても、定員１９７人分の施設整備に対する助成を行う予定です。今後、保育需要が更に

増えることも予想されますので、引き続き、計画的な整備に努めてまいります。 

 また、既存の認可保育所の定員変更については、地域の保育需要を勘案しながら、施設

の設備基準や職員配置基準を満たす範囲内で、事業者と協議の上、必要に応じて行ってま

いります。  

  ・特定教育・保育施設等整備事業（特定教育・保育施設の整備） 

 ７９８，６６８千円 

４７）幼保連携型認定こども園・保育所が他認定こども園への移行を希望する保育園の認

可、認定を迅速に行うとともに、移行が柔軟にできる体制づくりをすること。  

（回答）幼児政策課、のびのび安心子育て課 

 本市では、就学前児童数が年々減少する中、共働き世帯の増加等に伴い保育需要が増加
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する一方で、１号認定の利用者数は大幅に減少しており、１号認定の供給過剰は拡大傾向

にあります。また、「第３期さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」にお

いても、計画期間中は保育需要の更なる増加が見込まれることに伴い、１号認定の供給過

剰は更に拡大すると想定されていることから、引き続き、既存幼稚園による移行を中心に、

認定こども園の普及を図ってまいります。 

 今後についても、需要と供給のバランスを考慮し、地域の実情に応じた教育・保育の提

供体制を整えてまいります。 

４８）障害児保育の受け入れが進むよう、事前面談・入所後の加配認定の柔軟化、補助の

増額等について検討し、格差を是正すること。 

（回答）保育課、保育施設支援課 

 障害児保育事業については、研修等の実施や、受入施設への助言等を行う巡回保育相談

事業等の周知を図るなど、受入れしやすい環境を整備し、引き続き受入れ施設の拡大に努

めてまいります。 

・公立保育所管理運営事業 ２，９０６，７５１千円の内数 

・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（障害児保育事業） 

 １，０３２，８５７千円 

４９）保育士不足の抜本的な解決に向け、有効な方策を検討すること。また、子どもたち

の体調の劇的な変化等に対応するために看護師の配置や栄養士など専門的な知識をもつ人

材の配置ができるよう、これまで以上の補助制度を検討すること。合わせて各施設の職員

がキャリアアップ研修事業等に参加する場合の代替職員を確保する為に必要な措置を講じ

るとともに、研修補助費用の増額を検討すること。  

（回答）幼児政策課、保育施設支援課 

 保育士不足に対する方策については、安定的な施設運営を確保するため、令和３年度か

ら、幼稚園教諭や小学校教諭などの資格を所持する者を、一定の要件の下、保育従事者と

して活用する配置特例制度を実施しております。 

 また、保育士の処遇改善のための給与上乗せ補助等の様々な保育士確保施策を、今後も

引き続き実施してまいります。 

 看護師の配置に対する助成については、本市固有の事情ではなく制度として恒久的に加

配されるべきことから、引き続き国に対する提案・要望を行ってまいります。また、栄養

士の常勤雇用及び研修代替保育士のための費用については、国が定める公定価格において

措置されておりますので、引き続き国の動向を注視してまいります。 

 研修補助費用は、公定価格の拡大など引き続き国の動向を注視してまいります。 

５０）人材確保の為、幼稚園教諭の住宅手当や就職支援金等の支援策を検討すること。  

（回答）幼児政策課 

 幼稚園教諭に対する宿舎借り上げ支援事業については、まずは、保育士と同様、国や県

の補助制度があることが必要と考えているため、国に対して制度の創設を要望したところ

です。また、令和７年度から幼稚園教諭の確保及び就業継続を支援するため「さいたま幼

稚園教諭応援手当」を新設し、幼稚園教諭に対する処遇改善を図っております。引き続き、

幼稚園教諭の確保につながるよう、支援策を検討してまいります。 

  ・幼児教育推進事業（幼稚園教諭応援手当） １５，０４８千円 

５１）各種書類等の簡略化や現場へのサポート体制の構築、保護者の働き方に合わせた具

体的な支援実施など業務の省力化を進めるために必要な措置を講じること。また、新たな
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制度創設や制度の改正の際には、分かりやすく丁寧に説明を行うこと。  

（回答）保育施設支援課 

 保育相談や幼児教育アドバイザー派遣事業等の事業を通して、サポート体制・保育の質

の向上に取り組んでまいります。 

 また、保育士等の業務負担の軽減に資するシステムの導入を支援するＩＣＴ化推進等事

業を引き続き実施してまいります。 

 新たな制度創設や保育制度の改正等に対しては、保育所等に対して分かりやすく丁寧な

説明を行い、御理解いただけるよう努めてまいります。 

  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課） 

 ５８，７３９，６６８千円の内数 

  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（業務効率化［ＩＣＴ化］推進

事業） ６，２２８千円 

５２）子育てを頑張っている保護者に対する支援として、入園料補助や保育料補助等の増

額をはじめ、更なる支援充実を検討すること。  

（回答）幼児政策課 

 私立幼稚園の保育料が無償化上限額を超えることについては、令和元年１０月に開始さ

れた幼児教育・保育の無償化制度を基本に、市独自の入園料補助金など必要な支援を実施

してまいります。 

  ・幼稚園就園奨励事業（私立幼稚園入園料補助事業） ９８，０００千円 

５３）定員割れを起こしている施設への運営補助金支給を検討すること。  

（回答）のびのび安心子育て課、保育施設支援課 

 運営補助については、特別保育事業補助金や運営改善費補助金等を、引き続き実施して

まいります。 

 また、定員割れを起こしている施設については、保育事業者と市で協議の上、空きの生

じている歳児の入所枠を、他の歳児枠へ振り替えることや、定員の弾力化及び入所児童数

に応じた職員配置にする等、現状に応じた対策をとってまいります。 

５４）月途中退所の減算、土曜保育利用 0 人の場合に減算を行わないよう検討すること。  

（回答）保育施設支援課 

 月途中退所等の減算については、国の制度改正等の動向を注視しつつ、他市の事例を参

考に研究してまいります。 

５５）認可保育園に支給されている嘱託委雇用補助や１歳児担当保育士雇用費等の支給対

象を拡大し、小規模事業者も利用できる制度の検討をすること。  

（回答）保育施設支援課 

 小規模保育事業所に対する補助については、民間保育所運営費補助金の対象施設拡大を

含め、補助制度の在り方について研究してまいります。 

５６） ナーサリールーム・家庭保育室等の保育施設の委託保育料の増額と家賃補助 

の支給や保育士宿舎の借り上げ支援を検討すること。 また、月額委託料見直しによる増額

是正を検討すること。 

（回答）保育施設支援課 

 ナーサリールーム・家庭保育室については、現在実施している運営費助成に加え、新た

に「さいたま保育士応援手当」を新設し、保育士等処遇改善事業の拡充を取り組んでおり
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ます。 

 委託保育料の増額と家賃補助の支給については、他自治体の実施状況や事業効果を踏ま

えながら研究してまいります。 

  ・認可外保育施設運営事業（市認定保育施設運営事業） ３１５，４３５千円 

  ・認可外保育施設運営事業（保育人材確保対策） ２０，８８８千円 

５７） 小規模保育事業所の連携施設につき、今後も行政主導で継続していくこと。  

（回答）のびのび安心子育て課 

 小規模保育事業所における連携施設確保については、連携施設の確保を促進するための

調整役として、地域型保育事業連携推進員を配置するなど、連携促進を図っているところ

ですが、引き続き、各教育・保育施設と円滑な連携ができるよう、事業者に対する支援を

行ってまいります。 

  ・職員人件費（職員課）（地域型保育事業連携推進員設置事業） ４４６千円 

５８） 夜間保育の必要性の調査・検討、実施へ取り組むこと。  

（回答）保育施設支援課 

 現在、夜間帯（２２時まで）の保育の受け皿としてトワイライトステイ事業を市内２施

設で実施しているところですが、保育現場に寄せられる利用者の声などからそのニーズを

把握するとともに、他市の事例を参考に研究してまいります。 

  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（トワイライトステイ事業） 

４，５０６千円 

５９）将来的な少子化を念頭に、施設の経営圧迫や破綻に追い込むような無計画な将来設

計や場当たり的な対応をせず、各施設の意向を聞き入れながら適切な場所に整備をするこ

と。また、各施設に対する市としての将来像と方針を明確に示すこと。  

 

（回答）幼児政策課、のびのび安心子育て課 

 認可保育所等の整備については、整備予定地周辺の既存施設の設置状況を勘案し、需要

と供給のバランスを見極めつつ、地域の実情に応じた教育・保育の提供体制が確保できる

よう、引き続き、整備促進に努めてまいります。 

 また、市としての将来像と方針については、公立と民間が担うべき役割の整理を含め、

市全体の教育・保育の提供体制の在り方を検討した上で策定していく必要があることから、

「公立保育所のあり方に関する基本方針」に基づく公立保育所の再編や、機能向上の具体

的な検討結果に加え、令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度とし

て本格実施となる「こども誰でも通園制度」の実施状況等も踏まえて検討してまいります。 

  ・特定教育・保育施設等整備事業（特定教育・保育施設の整備） 

 ７９８，６６８千円 

６０）幼稚園と小学校の更なる連携強化を図るため、教育委員会関係職員と年複数回の意

見交換の場を設けること。  

（回答）教育課程指導課 

 幼稚園と小学校の更なる連携強化を図るための意見交換の場を設けることについて、令

和７年度は、１０月末日までに２回設けました。幼稚園と小学校の子ども同士の交流、大

人同士の交流の在り方について意見交換を行いました。また、小学校入学に向けた情報交

換のあり方について情報交換を行いました。 

 引き続き、児童が幼児期の教育により育まれる資質・能力を伸ばし、主体的に自己を発
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揮しながら学びに向かうことができるよう、幼稚園協会との情報共有や共同研究を一層進

めてまいります。 

６１）幼稚園事務作業における保育料の無償化手続きや預かり保育等の申請書類簡素化及

び事務作業費の補助を検討すること。  

（回答）幼児政策課 

 幼稚園に対する補助金交付事務については、電子申請を可能にして紙の書類の提出を不

要にするなどの対応を図っているところです。引き続き、幼稚園の事務作業を減らすよう

に取り組んでまいります。また、事務作業費の補助については、幼児教育・保育の無償化

の制度の実施状況を見守り、必要に応じて研究してまいります。 

６２）特別支援を必要とするグレーゾーンの幼児を受け入れる園及び補助教員への補助を

増額を検討すること。重ねて、安全対策のための施設整備等に係る諸経費についても補助

を検討すること。 

（回答）幼児政策課 

 埼玉県が実施している「私立幼稚園等特別支援教育費補助金」への上乗せ補助である

「さいたま市幼児教育振興補助金（特別支援事業分）」は、主に、埼玉県の補助の対象と

ならない障害の疑いのある（グレーゾーンの）幼児について、保護者から幼児の状況につ

いて理解を得ており、かつ特別な教育的支援に取り組んでいることが総合的に判断できる

場合に補助を行うものです。 

 補助限度人数の引上げに伴い、グレーゾーンの幼児の受入れが促進される一方で、該当

園児やその保護者が安心して小学校生活を迎えることができるよう、より一層、小学校へ

の円滑な接続を支援する必要があります。このため、小学校への接続のための取組を強化

する幼稚園等について、令和６年度から補助限度人数を１園５名に引き上げております。 

 また、幼稚園等の安全対策のために必要な経費については、幼児教育振興補助金（幼児

教育振興事業分）により補助を行っているところです。 

  ・幼児教育推進事業（幼児教育振興補助金等の交付）（一部） ２５８，２５６千円 

６３）光熱費及び物価高騰の影響による負担軽減のため、各施設の実情に応じた支援策を

柔軟に行うこと。 

（回答）幼児政策課、放課後児童課、保育施設支援課、子ども家庭支援課、子育て支援課 

 令和７年度は物価高騰の影響を受けている子ども未来局所管の公設を除いた全ての施設

等に対し、事業継続に向けた支援金を給付しました。（令和７年６月補正・令和７年１２

月追加補正） 

 引き続き、物価の変動や、国の経済対策の状況等を注視しながら、同様の支援金の必要

性について検討してまいります。 

６４）子どもが安心して過ごせるよう、各施設に熱中症予防対策への補助を検討すること。 

（回答）保育施設支援課 

 保育所等の安全対策など運営に要する経費については、運営改善費補助金により補助を

行っているところです。 

  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（運営改善費補助金） 

１，２７９，９９６千円の内数 

（回答）幼児政策課 

 幼稚園等の安全対策のために必要な経費については、幼児教育振興補助金（幼児教育振

興事業分）により補助を行っているところです。 

  ・幼児教育推進事業（幼児教育振興補助金等の交付）（一部） ８４，４１８千円 
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（回答）放課後児童課 

 放課後児童クラブの安全・衛生環境の整備のために必要な経費については、放課後児童

クラブ整備促進補助金により補助を行っているところです。 

  ・放課後児童健全育成施設整備事業（民設放課後児童クラブの整備促進） 

４２，７３０千円の内数 

（回答）子ども家庭支援課 

 社会的養護の施設等の新規開設に際し、児童居室にエアコン等の設備を整備することを

支援するため、さいたま市児童養護施設等生活環境改善事業補助金を交付します。 

  ・社会的養育推進事業（児童養護施設等環境改善事業） １６，０００千円 

６５）誰でも通園制度開始に伴う負担増について、正確に把握し適切な対応を検討するこ

と。 

(回答）幼児政策課 

 本市においては、誰でも通園制度の令和８年度の本格実施に向け、令和６年度より試行

的事業を実施し、事業者の意見を聴取しております。 

 こども誰でも通園制度を安定的に運営するためには、利用実績にかかわらず運営費とし

て一定額が補助される「基礎的な給付」が必要であるとのことから、国に対して必要な財

政措置を講ずるよう要望を行ったところです。さらに、人材の確保についても、給付制度

化に際して新たな保育人材確保策を示すよう、国へ要望を行っております。 

 令和８年度は、制度の運用の効率化を図るため、国の提供する「こども誰でも通園制度

総合支援システム」を導入するなど、保育士の負担軽減に努めて参ります。 

・特定教育・保育施設等運営事業（幼児政策課）（こども誰でも通園制度の実施） 

 ９０，３７８千円 

６６）放課後児童クラブなど児童・生徒の保育支援策として、国庫支出金の充分な活用を

足がかりとした処遇の改善や施設確保、保育料等の補助について、他政令指定都市と比較

をして遜色のないよう、更なる充実を図ること。また、放課後こども居場所事業の開始に

伴い影響を受けている放課後児童クラブについて早急に調査し、運営に影響が出ないよう

家賃負担や人件費をはじめとする必要な補償について検討すること。重ねて、育成支援強

化加算の仕組みについて見直しを視野に入れ現場の意見を聴取しながら改善に努めること。 

（回答）放課後児童課 

 放課後児童支援員の処遇改善については、民設放課後児童クラブ放課後児童支援員処遇

改善費補助金制度を平成２７年度に創設して以降、平成３０年度、令和２年度及び令和７

年度には、補助基準額等を拡充して実施しているところです。また、令和４年２月からは

放課後児童クラブで働く全職員を対象に、月額９，０００円程度の賃金改善を行うための

補助を実施しております。 

 令和８年度についても、処遇改善費補助金の補助基準額を拡充することとしており、引

き続き、放課後児童支援員の処遇改善に取り組んでまいります。 

 施設確保については、令和５年度に新たにクラブを設置するための改修経費に対する補

助金の拡充を行っており、今後も、物件確保の支援に努めてまいります。 

 保育料等の補助及び育成支援体制強化加算については、クラブ運営に係る課題の把握に

努め、保護者負担の軽減と運営全体を捉えた支援について検討してまいります。 

 また、放課後子ども居場所事業の影響を受けた民設放課後児童クラブに対しては、運営

継続のための支援として、居場所事業導入初年度の入室児童数減少に伴う利用料及び委託

料の減収分に対する支援、継続するクラブと統合する際に生じる賃借物件の原状回復費用

に対する補助、施設規模を縮小するための移転費用に対する補助を行ってまいります。そ
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の他にも、民設放課後児童クラブで働く経験豊富な放課後児童支援員等を放課後子ども居

場所事業の運営事業者に紹介する等の支援にも取り組んでまいります。 

・放課後児童健全育成事業（放課後児童支援員等の処遇改善） ２７５，５３８千円 

・放課後児童健全育成施設整備事業（民設放課後児童クラブの整備促進） 

４２，７３０千円 

・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブの運営委託） 

３，４８９，５７９千円 

・放課後児童健全育成事業（放課後子ども居場所事業の実施）（一部） 

２９，２６８千円 

６７）放課後居場所事業については、利用する児童や保護者、支援員等の現場の意見を広

く聞き、利用する児童が安心して過ごせる場として機能しているかを子どもの目線に立っ

て検証すること。また、不適切とみられる運営体制については直ちに是正するとともに、

適正な運営に係るチェック体制を構築すること。  

（回答）放課後児童課 

 放課後子ども居場所事業については、利用者アンケートの実施や現地調査、運営事業者

へのヒアリング等を行うことにより運営状況の確認を行っております。本格実施に当たっ

ても、適切な運営が確保されるよう引き続き取り組んでまいります。 

・放課後児童健全育成事業（放課後子ども居場所事業の実施） ６８７，６４８千円 

６８）スポーツによる教育効果を鑑み、武道やダンスなど自己表現力の強化ができるポー

ツ教育を推進すること。 また、スポーツの持つ力を再認識し、規律と自主性、チームワー

クを重んじるスポーツ教育に注力すること。 併せて、施設を適正に整備すること。 

（回答）教育課程指導課 

 授業で取り扱う領域については、学習指導要領に基づき、体育・保健体育の授業等にお

いて、武道やダンスを含め適切に指導を行ってまいります。 

（回答）学校施設整備課 

 市立小中学校の体育館へのエアコン設置については、まず中学校の体育館へのエアコン

設置を計画的に実施しており、令和７年度までに全市立中学校の体育館への設置が完了す

る見通しです。 

 市立小学校の体育館へのエアコン設置については、一部の小学校において先行して設置

を進めていきます。先行整備以外の市立小学校の体育館については、公民連携手法により、

小学校の特別教室への新規設置と小中学校の普通教室や管理諸室等の老朽化した空調施設

の更新と合わせて、令和１１年度に設計に着手し、令和１２年度から工事を行っていくス

ケジュールで検討しております。 

 また、リフレッシュ工事の際に老朽化した体育館の改修工事を引き続き行ってまいりま

す。 

 さらに、武道場未設置校への武道場の整備については、「学校施設リフレッシュ基本計

画」の実施に合わせ、計画的に整備を進めるとともに、部活動での制約や安全面での懸念

のある学校については、先行整備を進めてまいります。 

  ・小学校施設等整備事業 ５，３４２，７３０千円 

  ・中学校施設等整備事業（学校施設リフレッシュ推進事業） ２３４，９５７千円 

  ・中学校施設等整備事業（市立中学校の体育館への空調設備整備） 

 １１，３５５千円 

６９）市内児童生徒が通う特別支援学校の教室不足、環境改善を図ること。また、教室不
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足・過密状況の改善のために学校の早期設置・開校に取り組み、適切な対応策やインクル

ーシブな学校運営モデルについて検討すること。 

（回答）特別支援教育室 

 知的障害のある児童生徒の教育環境の充実のため、県立浦和工業高校跡地に、市立特別

支援学校（知的障害）を設置することといたしました。令和１５年度の開校を目指して準

備を進めてまいります。 

  ・特別支援学校新設校建設事業 ２５，７４８千円 

７０）ＤＶやいじめ、育児ノイローゼ、家族の孤立、教育虐待など子どもたちの命のリス

クを十分に把握検証し、将来のさいたま市の宝である子どもたちの命を守ること。併せて、

子どもたちの権利に関する条例制定、市民への周知、専門家の育成、監視機関の設置、遊

び場の確保、保護者の育児支援・相談対応など子ども家庭福祉政策として子どもの権利を

守り生存と発達を保障するために必要な措置を講じること。また、子どもたちのための防

犯対策として、各自治会、商店会等と連携し通学路の防犯カメラの設置に取り組むこと。  

（回答）市民生活安全課、商業振興課、学事課 

 防犯カメラ設置に向けた取組については、地域における犯罪の防止などのために自治会

や商店会が設置する防犯カメラに対して経費の一部の助成を実施しており、引き続き支援

を続けてまいります。 

 通学路への防犯カメラの設置については、まず、学校、保護者等が通学路安全点検を行

い、学校から防犯カメラの設置要望が提出された場合に、教育委員会、警察、道路管理者

等により合同点検を実施いたします。合同点検の結果、防犯カメラの設置が有効な安全対

策と判断された場合には、地域の皆様とお話しした上で、設置の検討を進めてまいります。 

  ・防犯対策事業（わがまちカメラ戦略的整備・活用事業）（一部） 

 １０，０００千円 

  ・商店街振興事業（商店街環境整備補助事業） １５，８７０千円の内数 

  ・通学区域検討事業（通学路防犯カメラの維持管理） ８６千円 

（回答）人権政策・男女共同参画課 

 ＤＶの防止については、「さいたま市ＤＶ防止対策関係機関ネットワーク会議」を通じ

て、関係機関間の業務や役割についての共通認識を深めるとともに、より有機的で効果的

な連携を図り、ＤＶ被害者に対して的確な支援が行えるよう努めてまいります。 

  ・相談・ＤＶ防止事業 ６，１５８千円の内数 

  ・職員人件費（職員課）（相談・ＤＶ防止事業） ５７，６９９千円 

（回答）南部児童相談所、子ども家庭支援課 

 子どものしつけや生活習慣等に関する相談を受け付ける家庭児童相談室や全ての妊産婦、

子育て世帯、子どもへ一体的相談支援を行うこども家庭センターを設置するとともに、要

保護児童対策地域協議会において、要保護児童等の適切な保護や支援に必要な協議を行う

ことなどにより、児童虐待防止に取り組んでいます。 

 さらに、令和７年度には児童福祉司２名と児童心理司９名を増員し、児童相談所の体制及

び専門性の強化も図るなど、子育ての悩みの軽減、児童虐待の防止を通じ、子どもの命を

守る取組を推進しております。 

  ・児童虐待防止対策事業（こども家庭センター（児童福祉）運営事業） 

 ２，３４１千円 

  ・児童虐待防止対策事業（要保護児童対策地域協議会事業） ７１４千円 

    ・児童虐待防止対策事業（家庭児童相談事業） ３０千円 

  ・児童相談等特別事業 ２８，９７９千円の内数 
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  ・職員人件費（職員課）（児童虐待防止対策事業） ４１，９８９千円 

  ・職員人件費（職員課）（児童相談等特別事業） ２３，８３６千円 

（回答）子ども・青少年政策課 

 子どもの権利条例の制定については、権利の主体となる子どもたちの意見を幅広く聴取

し、条文に反映させるなど、丁寧なプロセスを踏みながら検討を進めてまいります。なお、

検討を進める中で、子どもの権利全般を対象とする救済機関の設置を併せて検討してまい

ります。 

・子育て支援推進事業（子ども・青少年政策課）（（仮称）子どもの権利条例制定事

業） ７，７８９千円 

（回答）生徒指導課、総合教育相談室 

 いじめ問題については、「さいたま市いじめ防止対策推進条例」に基づき、教育委員会

の附属機関である「さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会」を設置し、学校にお

けるいじめ防止等のための対策を実効的に行ってまいります。 

  また、児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止めることができるよう、令和７年度にお

いても、心理の専門家であるスクールカウンセラー、福祉の専門家であるスクールソーシ

ャルワーカー、学校の相談窓口であるさわやか相談員を全ての市立学校へ配置・派遣し、

教育相談体制の充実を図ってまいります。 

  ・いじめ防止等対策推進事業 １５，２８７千円の内数 

    ・教育相談推進事業 ５６７，０７４千円の内数 

７１）いじめ・登校拒否・非行・不登校及びＳＮＳによる誹謗中傷、児童虐待、自殺など、

学校単位で効果的な予防策を研究、取組むとともに柔軟な対応が可能となるよう教員とそ

の他の機関の果たす役割を明確に区分し支援体制を構築すること。地域住民との情報共有

やその解決策の協議を進めるとともに、ＳＮＳ等を活用し、子どもたちの悩みを打ち明け

られる仕組みづくりに取り組むこと。 また、大麻や危険ドラッグ等の薬物依存については、

家庭（保護者）への予防啓発を強化し、問題が発生する前や発生した時点で速やかに児童

相談所や地元警察署、薬剤師と連携して対策を講じること。 

（回答）生徒指導課、健康教育課、総合教育相談室  

 いじめ問題については、「さいたま市いじめ防止対策推進条例」に基づき、教育委員会

の附属機関である「さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会」を設置し、学校にお

けるいじめ防止等のための対策を実効的に行ってまいります。 

 複雑化、多様化する子どもの状況への対応を強化するため、教員やスクールソーシャル

ワーカーを対象にした研修を実施し、支援の質の向上を図るとともに、学校、専門職、関

係機関が連携して対応できるよう、教育相談体制の整備を進めてまいります。また、子ど

もたちの悩みを打ち明けられる仕組みづくりについては、市立中・高等・中等教育学校に

在籍する生徒を対象にした「さいたま市ＳＮＳを活用した相談窓口」を引き続き、実施し

てまいります。薬物乱用防止の啓発指導については、埼玉県鴻巣保健所管内薬物乱用防止

指導員協議会と連携し、さいたま市内の小・中・高等・中等教育学校の教職員及び保護者

を対象とした、薬物乱用防止講演会を開催しております。 

 また、警察との連携については、学校とさいたま市内各警察署が、児童・生徒の健全育

成を推進するために、緊密な連携を図るよう、調整を行っております。 

  ・いじめ防止等対策推進事業 １５，２８７千円の内数 

  ・教育相談推進事業 ５６７，０７４千円の内数 

  ・健康教育指導事業 ２４０，９８６千円の内数 
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７２）子どもたちの人権を保障する一手段として学校・行政・地域が連帯し、助産師等の

有識者との連帯のもと必要に応じた包括的性教育及びブレコンセプションケアについての

知見を深める機会を設けること。また、学校外の有識者から協力を得る際には内容等につ

いて十分に協議し、実施に際しては講師料の見直しやクラス加算等を検討し、安定した継

続が維持されるよう努めること。 

（回答）母子保健課 

 プレコンセプションケアに関する取組については、現在、市のホームページの掲載に加

え、大学コンソーシアムを活用したブースの出展やパンフレット等の配布、「妊娠・出産」

及び「不妊・不育」の電話相談等の相談事業を実施している他、市立学校の小中高校生を

対象に健康づくりや性の正しい知識の啓発を行う「思春期保健教室」を実施しております。

引き続き、安定した事業実施に努めてまいります。 

  ・母子保健事業（母子保健課）（不妊相談事業） ３，４３８千円 

  ・母子保健事業（母子保健課）（児童虐待発生予防事業）（一部） ６６１千円 

  ・母子保健事業（母子保健課）（思春期保健事業）３，７１８千円 

（回答）健康教育課、教育課程指導課、高校教育課、特別支援教育室 

 学習指導要領に基づき、体育科（保健領域）・保健体育科（保健分野）・保健体育科

（科目保健）や特別活動、総合的な学習の時間(総合的な探究の時間)、その他関連する教

科等、学校生活全体を通じて「性に関する指導」を実施しております。指導に当たっては、

学校の実情に応じて、学校医等の外部講師を活用するほか、子ども未来局と連携した「思

春期保健教室」により助産師を講師とするなど、効果的な指導となるよう努めております。 

 市立各学校において、思春期における児童生徒の健康問題を早期に発見し、適切に対応

することができるよう、希望する学校に学校産婦人科医を派遣して、専門的な指導・助言

等を行ってまいります。 

  ・児童生徒健康診断事業（一部） ７１６千円 

７３）学校飼育動物については専門知識を持った獣医師等への協力を仰ぎ子どもたちが生

命の尊さを実感できるよう、適切に飼育すること。また、獣医師等との連携が円滑に進む

よう引き続き努めること。 

（回答）教育課程指導課 

 獣医師等との連携については、獣医師会等と定期的に意見交換を行い、協議を進めてま

いります。令和７年度からは、学校飼育動物を有する学校に対し、年３回原則同じ獣医師

による訪問診療を行い、学校が適切な飼育を行えるよう指導助言をいただき、学校が安心

して動物飼育を行える環境づくりをしています。令和８年度からは、学校飼育動物研修会

に獣医師を講師として招聘することを計画しています。 

・学校教育推進事業（一部） ２，７７３千円 

７４）生涯学習、文化芸術振興のため、市民の活動施設の充実や地元芸術家への技能向上

など各種支援を推進すること。 

（回答）文化振興課 

 市民活動施設の充実については、市民会館うらわの令和９年４月開館に向けて準備を実

施するほか、中規模修繕実施による文化センターの機能回復を図るため、実施設計を行っ

てまいります。 

 また、アーツカウンシルさいたまが中心となり、文化芸術に関する様々な相談対応など

の支援を通じて、市民や芸術家等による文化芸術活動等の充実を図ってまいります。 

  ・文化会館管理運営事業（市民会館うらわ新施設の開館準備） 

 ３，４３１，２６５千円 
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  ・文化会館管理運営事業（文化センター中規模修繕設計業務） １４０，６６３千円 

  ・文化芸術都市創造事業（アーツカウンシルの運営） ７４，５９５千円 

（回答）生涯学習総合センター 

 生涯学習の推進については、公民館を生涯学習のための市民の活動施設として積極的に

活用していただけるよう、施設の維持管理、予防保全及び情報発信等に取り組んでまいり

ます。 

  ・生涯学習総合センター管理運営事業 ２１２，７６８千円 

  ・地区公民館管理運営事業 ６５２，８５２千円 

  ・公民館安心安全整備事業 １５６，２９７千円 

７５）市内の歴史文化資源の保存・継承・活用のため、文化財保護に対する予算拡大に努

めること。 

（回答）文化財保護課 

 歴史文化財資源の保存については、文化財リフレッシュ計画等に活用するため、新たに

設置した文化財保存活用基金を効率的に運用してまいります。さらに文化財等の保存活用

の更なる充実を図るとともに、それに応じた財源の確保に努めてまいります。特に、国指

定文化財については、国庫補助金の申請を適切に行い財源確保に努めってまいります。 

  ・文化財保護事業 １６０，７９２千円の内数 

    ・文化財保存活用基金積立金  ４，０２０千円 

７６）大宮小学校内に地域要望のある地域コミュニティ醸成機能を充実させる施設を設置

すること。 

（回答）教育政策室、学校施設整備課、生涯学習総合センター 

 大宮小学校及び旧大宮区役所跡地における地域コミュニティ施設の設置につきましては、

大宮小学校と大宮中部公民館の複合化も踏まえ、関係部局と検討してまいります。 

７７）児童、生徒、市民が利用する学校施設等の空調設備、照明、グラウンド環境等にお

いては必要な整備や対策を行い、安全で快適な利用ができるよう努めること。 

（回答）学校施設整備課、学校施設管理課、スポーツ振興課 

 市立小中学校の体育館へのエアコン設置については、まず中学校の体育館へのエアコン

設置を計画的に実施しており、令和７年度までに全市立中学校の体育館への設置が完了す

る見通しです。 

 市立小学校の体育館へのエアコン設置については、一部の小学校において先行して設置

を進めていきます。先行整備以外の市立小学校の体育館については、公民連携手法により、

小学校の特別教室への新規設置と小中学校の普通教室や管理諸室等の老朽化した空調施設

の更新と合わせて、令和１１年度に設計に着手し、令和１２年度から工事を行っていくス

ケジュールで検討しております。 

  児童、生徒、市民が利用する学校施設等の空調設備、照明、グラウンド環境等につい

ては、必要に応じて点検や修繕等を行い、安全で快適な利用ができるよう維持管理してま

いります。 

  ・小学校施設等整備事業（市立小学校の体育館への空調設備整備） 

 １４，３６８千円  

  ・中学校施設等整備事業（市立中学校の体育館への空調設備整備） 

１１，３５５千円 

  ・小学校施設等維持管理事業（学校施設管理課） １，１７４，６５３千円の内数 

  ・小学校空調整備事業 ３２，２６０千円 
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  ・中学校施設等維持管理事業（学校施設管理課） ６０７，８３５千円の内数 

  ・中学校空調整備事業 ２５，５３８千円 

  ・特色ある学校づくり事業（学校施設管理課）（一部） ２，０９０千円 

  ・高等学校施設等維持管理事業（学校施設管理課） ３６５，６０６千円の内数 

  ・特別支援学校施設等維持管理事業（学校施設管理課） ２７，２９７千円の内数 

  ・学校体育施設開放事業（夜間照明設備のＬＥＤ化） ５７，５０８千円 

 

５．健康・福祉  

これからの高齢社会にふさわしい、新しい保健福祉行政の枠組みを構築すべく、人生１

００年時代のライフスタイルを提唱できる政策を検討して頂きたい。 特に、扶助費など義

務的経費が肥大化する保健福祉予算に対して、局内歳出予算の再配分などスクラップアン

ドビルドを行うこと。社会構造が大きく変わる超高齢社会に対応すべく、事務事業の再編

を含めた福祉事業の抜本的な見直しや地域特性に合わせた社会福祉事業の見直しなど、社

会福祉基盤の政策イノベーションに努められたい。  

  

７８）埼玉県立がんセンター等と連携し、市内居住者向けのがん対策に特化した診療科目

別医療体制を検討すること。更に、従前から地域医療の核となっている中核病院の経営安

定化に向けた取り組みを積極的に支援すること。  

（回答）保健衛生総務課、地域医療課 

 埼玉県立がんセンター等との連携については、平成２６年６月に制定した「さいたま市

がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例」に基づき設置している「がん対策推進

協議会」の委員に埼玉県立がんセンターに加え、市内に３か所ある「地域がん診療連携拠

点病院」にも御参画いただき、本市の「第２次 さいたま市 がん対策推進計画」を推進し

ているところです。 

 がんに特化した医療体制については、この協議会の御意見を参考にしつつ、埼玉県地域

保健医療計画の動向も注視してまいります。 

 中核病院の経営安定化に向けた取組については、市内の医療体制を維持する上で、地域

の中核的な役割を果たす病院は重要であり、これらの病院からの相談に対して適切な対

応・助言を行ってまいります。 

  ・健康づくり事業（保健衛生総務課）（がん対策推進事業）（一部） ３２２千円 

７９） 地域の医療従事者の確保と育成に積極的に取組み、さいたま市立病院やさいたま市

民医療センター、さいたま赤十字病院、自治医科大学さいたま医療センター、埼玉県立児

医療センターなどをはじめ、市内病院と連携を図りながら、地域医療における人材を確保

し、市民が身近で安心して医療が受けられる体制づくりに努めること。 

（回答）地域医療課 

 地域の医療従事者の確保については、引き続き、分娩を取り扱う産科医等の処遇改善を

図るため、分娩手当を支給する施設に補助金を交付してまいります。 

 また、看護職員の確保については、本市も参加している全国衛生部長会において、看護

職員確保対策の総合的な推進を図るため、県の地域医療介護総合確保基金への予算措置等

を国に要望してまいります。 

  ・地域医療推進事業（地域医療課）（産科医等確保支援事業） １２，６６７千円 

（回答）高等看護学院 

 高等看護学院の定員については、平成２８年度入学分より、それまでの４０名定員から
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６０名に増員しております。また増員後においても、概ね定員を充足できておりますが、

少子化等の影響もあり学生確保に苦慮している状況にあります。 

 今後において、本市全体の看護師需要を見極めながら、引き続き、必要な学生数を確保

し、地域医療に貢献できる看護師の養成に努めてまいります。 

  ・高等看護学院管理運営事業 ４９，８８２千円 

（回答）病院総務課、病院施設管理課 

 市立病院の医師については、臨床研修医、専攻医の育成や公募による選考も実施し、確

保に努めてまいります。 

 看護師、医療技術員については、市報・ホームページによる採用選考の広報、看護大学

等の就職説明会への参加や資料配布など、積極的な募集活動を行い、必要な人員の確保に

努めてまいります。また、院内保育室を運営するなど、定着対策も実施してまいります。 

 人材の育成については、院内研修の実施や、必要な学会、講習会、研修会への派遣によ

り、医療技術の向上に努めてまいります。 

  ・看護師確保対策事業 ５６０千円 

  ・院内託児事業 ５６，１５９千円 

  ・医療従事職員研修事業 １３，２３５千円 

８０）児童養護、障害者入所施設等について、必要に応じた設置を図ること。 

（回答）障害政策課 

 障害福祉サービス事業所に関しては、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金を活用して

グループホームと生活介護事業所の整備促進を行っているところです。その中で、近年は、

医療的ケアを要する方や強度行動障害のある方など重度障害者を受け入れる計画の施設を

優先して整備するように取り組んでおります。 

 今後につきましても、障害者施設整備事業において国庫補助金を活用し、必要な施設の

整備を行ってまいります。 

（回答）子ども家庭支援課 

 社会的養護の施設等について事業を開始したいという御相談をいただいた際には、国の

「新しい社会的養育ビジョン」や埼玉県社会的養育推進計画に基づき、市内の施設設置の

状況等を御説明させていただく等、丁寧に対応してまいります。 

  ・社会的養育推進事業（児童養護施設等環境改善事業） １６，０００千円の内数 

８１）医学、薬学、保健医療・福祉などに強い大学間の提携を強化し、医学系大学の教育

研究施設など国や県との連携による誘致を進めること。 

（回答）産業展開推進課 

 企業誘致については、さいたま市産業立地基本方針において、目指すべきビジョンとし

て、本市をライフサイエンス、先端・精密技術、ＩＣＴ、ＡＩなど次世代成長産業の集積

拠点にすることとしており、引き続き医療・ヘルスケア機器関連を含む「ライフサイエン

ス分野」に関する企業の立地促進に取り組んでまいります。 

  ・企業誘致等推進事業 ３３５，４６３千円の内数  

 医療・ヘルスケア機器関連分野への参入や、同分野での事業拡大を目指す市内企業の育

成支援については、さいたま医療ものづくり都市構想に基づき、関連学会や臨床現場のニ

ーズ収集、企業とのマッチング活動等を通じて進めてまいります。 

  ・新産業育成支援事業（医療ものづくり都市の推進） ４３，９８５千円 

８２）被保険者の利便性を考慮し、柔道整復療養費等の健康維持に大きく関わる施術につ
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いて、福祉３医療費の現物給付と同様の取扱いを拡大すること。 

（回答）子育て支援課 

 柔道整復師の施術に係る療養費については、子育て支援や福祉の充実を図る観点から、

本市と現物給付に係る協定を締結している施術所等では、現物給付を実施しております。

引き続き、施術所等での現物給付の取扱いを拡大するため、積極的な制度周知を図るなど、

協定締結に努めてまいります。 

８３）後期高齢者・国保における患者照会についての効率化を図ること。 

（回答）国保年金課 

 後期高齢者医療制度については、埼玉県後期高齢者医療広域連合にて行っている事業で

す。 

 国民健康保険における柔道整復施術療養費については、被保険者への文書照会を通じて、

柔道整復施術療養費の支給対象となる負傷及び施術内容を確認し点検を行い、過誤・不正

請求の防止を行うことにより医療費適正化を推進する業務を外部委託により実施しており

ます。照会を行うまでに相当な期間を要しており、過誤や疑義の抽出に要する工程を改め

て見直すことで効率化を図ってまいります。 

  ・国民健康保険管理事務事業（柔道整復施術療養費支給申請書内容点検業務） 

 ２，１６５千円 

８４）高齢社会に対応していくため、高齢者の方々が家の外で触れ合える環境作りに着手

し、自治会等による日々のラジオ体操や健康ウォーキング、グラウンドゴルフをはじめと

したスポーツ大会のための競技施設の新設や実施に係る支援を行うこと。さらに、地域の

福祉ボランティアへの協力要請やボランティアと連携し「地域の福祉は地域で育てる」自

立した地域福祉を目指し、ボランティアの財政支援をはじめ支援体制を構築すること。  

（回答）高齢福祉課、いきいき長寿推進課 

 高齢者の方々が外出して行う、地域交流等の団体活動、健康サークル活動等を支援し、

これらの活動に参加した高齢者に奨励金と交換できるポイントを付与する長寿応援ポイン

ト事業及び、地域における高齢者のボランティア活動を支援し、これらの活動に参加した

高齢者に奨励金等と交換できるポイントを付与するいきいきボランティアポイント事業を

周知し、市民の利用を促進してまいります。 

 ・生涯現役のまち推進事業（シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業） 

５０，６０８千円 

 ・職員人件費（職員課）（シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業）  

５，２４０千円 

 ・一般介護予防事業（高齢福祉課）（シルバーポイント（いきいきボランティアポイ

ント）事業） ３４，６９０千円 

（回答）スポーツ振興課 

 競技施設の新設支援を行うことについては、市有未利用地等を活用した「スポーツもで

きる多目的広場」を整備することで、子どもからお年寄りまで気軽にスポーツなどを楽し

むことができる環境づくりに取り組んでまいります。 

８５）敬老マッサージ補助や浴場利用、訪問理美容サービスなどの高齢者福祉サービスメ

ニューの市民の利用率が低いことを鑑み、現場で対応する市職員や事業者等が制度全体を

理解する仕組みを構築し、事業者や利用対象者へは分かりやすく周知を行うこと。 

（回答）高齢福祉課 

 敬老マッサージ助成事業、浴場利用事業、重度要介護高齢者等訪問理・美容サービス事
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業については、利用率を向上させるため、市職員に対しては、今後も事業に関する研修を

行い、事業者には、関係部局と連携したＰＲを実施してまいります。 

  ・長寿慶祝事業（敬老マッサージ事業） ３，７８７千円 

  ・在宅高齢者支援事業（浴場利用事業） ４４，６６３千円 

  ・重度要介護高齢者対策事業（重度要介護高齢者等訪問理・美容サービス事業） 

 ６０，６４５千円 

８６）不正受給のない公平で適切な生活保護行政に努めること。特に、悪質な不正受給へ

の対策強化と法的根拠を用いたなかでの明確な罰則など、法律家等と専門的部署との連携

を更に推進すること。受給者の実態を把握し、医療費など見直すべきところは見直しをし

ていくこと。  

（回答）生活福祉課 

 生活保護受給世帯に対して、法令通知に基づく調査等を適宜適切に行うことより、不正

受給の早期発見、早期対応に努めてまいります。 

 悪質な不正受給に対しては、その費用を徴収するとともに、警察署等関係機関との協議

を行い、詐欺罪に当たる場合は刑事告訴等を行うなど、厳格な対応に努めております。 

 医療扶助費については、年に１回さいたま市の医療扶助データの分析を実施するととも

に、後発医薬品の使用促進や頻回受診患者に対する適正受診指導、また、症状が重篤化す

る可能性のある生活保護受給者への受診勧奨や保健指導等により、適正化を図ってまいり

ます。 

  ・生活保護執行管理事業（生活保護適正実施の推進） １００千円 

  ・生活保護執行管理事業（健康管理支援事業） ６，６００千円 

８７）居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等においては、専門的な職員研修に係

る助成や賃借料等の事業者負担軽減について検討すること。 

（回答）介護保険課 

 介護支援専門員への研修への助成や負担軽減については、その人材確保、定着、処遇改

善を図るため、令和７年６月、１０月に国への要望活動を行ったところです。 

 今後も国の動向を注視しつつ、要望活動を行うとともに、本市独自の支援策として介護

支援専門員の資格取得や更新に必要な費用の補助を行ってまいります。 

  ・介護保険事業者指定事業（介護支援専門員等研修への支援） ２３，４００千円 

（回答）いきいき長寿推進課 

 地域包括支援センターにおける職員研修については、職員のスキルアップを目的とした

市主催の研修の実施や、国及び県等が主催する研修の情報提供や一部研修の負担金補助を

行っております。また、地域包括支援センターを賃貸物件にて設置している法人に対して

は、上限の範囲内で賃借料を加えて、委託契約を行っております。 

  ・包括的支援事業（地域包括支援センター） １，１７６，２８９千円 

８８）介護福祉人材確保のため、手当制度の創設や人材派遣会社等の利用、特定技能実習

生の雇用に関する助成制度の創設を検討すること。 

（回答）介護保険課 

 介護人材確保のため、本市独自の取組として、市内のより多くの事業所が「処遇改善加

算」を取得できるよう支援する事業や、介護業界に興味のある人材と、市内介護事業所と

のマッチングを行うことを目的とした「入門的研修」を実施しております。また、令和７

年度より訪問介護事業所を対象とした訪問介護等サービス提供体制確保事業を実施してお

ります。引き続き、これらの事業の推進により介護人材確保に努めてまいります。 
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 特定技能実習生など外国人人材の助成制度につきましては、埼玉県が実施している補助

事業やセミナー等を実施しているため、本市ではこれらの事業の周知に努めてまいります。 

  ・介護保険事業者指定事業（訪問介護サービス提供体制確保支援事業等） 

 １６，０５１千円 

８９）高齢者を対象とする福祉・介護事業所において、感染症対策が生命に関わる重要な

取組みであることを考慮し、感染症対策に係る支援の継続を検討すること。また、施設運

営について昨今の人件費や水光熱費、物価高騰を考慮し、社会・経済情勢を踏まえた補助 

を行うこと。食費等については、医療と介護の格差が生じている実態について適切に把握

し、必要な支援を検討すること。 

（回答）介護保険課 

 感染症対策に係る支援については、介護事業所等において感染症の予防及びまん延防止

のための指針を定め、委員会や研修等を実施することが義務付けられていることから、こ

れらの取組に対し必要な助言をするとともに、市保健所と連携し研修を開催するなどの支

援をしてまいります。 

 物価高騰対策については、令和７年６月及び１２月補正予算において、光熱費等の負担

を軽減するための事業継続に向けた支援金を給付しています。施設運営に係る経費は、第

一義的には介護保険制度の枠組みの中で介護給付費において賄われるべきもの、また、食

費については施設と利用者の契約により費用が決定するものではございますが、引き続き、

国の動向を注視しながら対応してまいります。 

９０）さいたま市老人福祉施設整備補助金について、昨今の建築資材や人件費の高騰に対

応する基準価格の引き上げを検討すること。 

（回答）介護保険課 

 さいたま市老人福祉施設整備補助金については、社会・経済情勢を踏まえた適切な基準

価格の設定を行ってまいります。 

  ・老人福祉施設等施設建設補助事業（老人福祉施設等整備費補助金交付事業） 

 １７３，６００千円 

９１）認知症サポートの充実について検討を進めるとともに、認知症予防の観点から運動

習慣、地域交流やペット飼育等による社会との繋がりの重要性について多角的な調査研究

を進めること。 

（回答）いきいき長寿推進課 

 認知症サポートの充実については、認知症の方の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮

らしを継続できるよう、もの忘れ検診の実施や認知症フレンドリーまちづくりセンターの

運営等、予防と共生のまちづくりを進めてまいります。 

 また、認知症予防については、運動不足の改善、社会参加による社会的孤立の解消や役

割の保持等が、認知症予防に資する可能性のある取組として示唆されていることから、高

齢者自身が身近な場所で継続して運動を行うことができるよう介護予防の普及・啓発、ボ

ランティアの育成を行う等、「地域づくりによる介護予防」を推進してまいります。 

 併せて、認知症予防に資する活動のエビデンスについては、国において研究を行うとさ

れていることから、その結果を踏まえながら予防に資する取組を推進してまいります。 

・認知症高齢者等総合支援事業 ３８，０５８千円 

・包括的支援事業 １０７，３８９千円 

・一般介護予防事業 １４２，４５３千円 
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６．市民生活・環境  

私たちの住むまち さいたま市は１３５万人を擁する大都市であり、政令指定都市にふさ

わしい生活や住みやすい環境を市民は望んでいる。区役所は最も身近な行政事務所である

が、本庁との連携に課題がありスピード感がない。地域の特長を活かす予算権限の移譲、

機能分担の最適化・明確化をおこない、市民本位の仕組みを更に具体化されたい。  

  

９２）昨今の物価高騰を考慮し、社会・経済情勢を踏まえた市民向け補助や事業を継続す

ること。 

（回答）財政課 

 適切な施策を行うことができるよう、社会経済情勢等の変化に十分留意しながら、事業

の継続を含め、所管課との調整を行ってまいります。 

９３）市民に身近な行政事務所である区役所の権限強化と財源移譲を更に推進し、区の特

性が活かせる事業を具体化させ、投資的予算を拡充するなど区独自予算の増額を積極的に

推進すること。 また、窓口業務のみならず相談業務が区役所で完結できるよう、権限移譲

や移管、本庁と区役所間の連携を強化し、スピーディな対応ができる仕組みにすること。  

（回答）区政推進部 

 区役所の権限強化及び財源移譲については、これまでの区役所改革の中で、区長権限の

拡大として予算要求権限等を付与しており、各区役所において、それらを活用し、事業を

実施しております。  

 区役所への権限移譲や移管については、平成２２年の「区役所のあり方に関する検討報

告書」において示された本庁と区役所の事務配分の考え方に基づき、これまで区長への予

算要求権限移譲や区役所への業務移管を行ってきました。 

 また、本庁事務とされたものについても、「さいたま市区における総合行政の推進に関

する規則」において、区長は局長に対し、区における地域的な課題に対応するため必要と

認める施策を実施し、及び予算化をするよう要請することができるものとしております。 

  ・区まちづくり推進事業（１０区分） １，８０２，８５９千円 

９４）市内公共施設への無料 Wi-Fi 環境整備を促進し、市政・防災情報の提供、行政手続

きの利便性向上等に繋げること。また、情報格差が生じないようサポート体制を整え、高

齢者やデジタル機器に不慣れな市民へ配慮すること。 

（回答）デジタル改革推進部 北区総務課 中央区総務課 南区総務課 

 公共施設におけるＷｉ－Ｆｉ環境整備については、現在、１０４の施設に整備し、サー

ビスを提供しております。市内公共施設へのＷｉ－Ｆｉ環境の整備については、各施設各

所管課において、市民ニーズや費用対効果、施設の改修時期等を総合的に考慮した上で、

整備を進めてまいります。 

  ・北区役所管理事業（総務課）（一部） １，２２０千円 

  ・中央区役所管理事業（総務課）（一部） １，６９５千円 

  ・南区役所管理事業（総務課）（一部） １，３９０千円 

（回答）デジタル改革推進部 

 情報格差が生じないようなサポート体制については、令和７年度より実施している年間

１００回のスマートフォン相談会を、令和８年度においても引き続き実施し、デジタル機

器に不慣れな市民へのサポートを実施してまいります。また、地域 ICT リーダの養成や、

デジタルデバイド対策分野における連携協定を締結した通信事業者との連携についても引

き続き実施してまいります。 
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・ＤＸ推進事業（多様な主体の連携によるデジタル技術の活用支援） 

 ４，６８０千円 

９５）インターネット普及により、市ホームページからの情報取得や申請書等のダウンロ

ードが可能なことからも、掲載情報や申請書フォーマット変更時には速やかにホームペー

ジ上に反映できる仕組みづくりを検討し、更なる利便性を追求すること。 また、誰もが分

かりやすい、必要な情報を探しやすいホームページの制作に努めること。 

 

（回答）広報課 

 市公式ホームページに掲載した情報については、各所管課が直接更新できる仕組みにし

ていることから、情報に変更があった場合は速やかに更新するよう、引き続き、研修等に

より周知徹底してまいります。 

 また、市公式ホームページの情報をさらに分かりやすく、探しやすくするため、市民の

意見を聞きながら、情報の整理や、ＡＩなどの新技術の効果的活用に努めてまいります。 

  ・広報事業（ＡＩチャットボット管理運用等業務） １，７００千円 

９６）地域コミュニティの拡充のため、自治会からのニーズが高いコミュニティ助成金の

更なる増額と使用できる品目の追加及び利用停止期限の短縮をすること。また、自治会集

会所整備については、市有地をはじめとする公有地を自治会集会所建設用地として提供で

きるよう支援するなど、自治会集会所の整備に向けて積極的な支援と予算の拡充をするこ

と。また、公共施設マネジメント計画の見直しをし、公共施設の再配置により市民が平等

にサービスを受けられる環境作りを推進すること。 

（回答）資産経営課 

 公共施設マネジメント計画の見直しについては、適切なタイミングで公共施設の適正配

置の検討が行われるよう、市全体の施設配置の状況や地域住民のニーズ、関連する都市計

画等を踏まえ、公共施設の新設、更新等を行う前段階での事前協議を通じ、関係部局と連

携して取り組んでまいります。 

  ・公有財産管理・公共施設マネジメント推進事業（公共施設マネジメント推進事業） 

２７３千円 

  ・公共施設マネジメント基金積立金（公共施設マネジメント基金への積立て） 

 １４１，０７３千円  

（回答）コミュニティ推進課 

 コミュニティ助成事業補助金については、自治会活動を促進し、地域社会の活性化を図

るため、引き続き利用しやすい制度内容となるよう補助事業を実施してまいります。   

 また、自治会集会所整備のため、引き続き集会所の建設費・増改築修繕費及び集会所・

集会所用地の賃借料の一部について補助を実施してまいります。 

 なお、市有地の提供については、市の利活用を検討した後、将来的にも市として利活用

がないと判断された場合について、自治会への貸付を検討することとし、市有地以外の公

有地については、市有地の利活用の方向性を踏まえて検討してまいります。 

  ・自治振興事業（自治会集会所整備事業） ７３，６５９千円 

  ・自治振興事業（コミュニティ助成事業） １７，３５３千円 

９７）地域コミュニティの活性化は防災（自助・共助）の観点からも益々重要となってい

ることから、従来からの歴史的・伝統的なお祭りや旧市単位で開催されている大規模なお

祭りの継承、自治会が主催するお祭りや伝統文化のお囃子などに対する助成金を増額し、

更には区民まつりや区単独の地域イベントなどの予算について、増額するなど地域活性化
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のための支援や補助制度を拡充すること。また、利用しやすい助成制度に改訂していくこ

と。  

（回答）コミュニティ推進課 

 地域コミュニティの活性化については、自治会活動を促進し地域社会の活性化を図るた

め、引き続き自治会運営補助金交付事業等の各種補助事業を実施してまいります。 

  ・自治振興事業（自治会運営補助金交付事業） ２７８，７４８千円 

  ・自治振興事業（自治会集会所整備事業） ７３，６５９千円 

  ・自治振興事業（コミュニティ助成事業） １７，３５３千円 

（回答）西区コミュニティ課 

 区民まつりや区単独イベントなどへの助成については、郷土意識の醸成及び地域の活性

化を図るため、「西区ふれあいまつり」等に対し、各実行委員会の意見やアイデアを生か

し、引き続き支援、補助をしてまいります。また、地域コミュニティの醸成を目的として

地域の市民活動団体が主体となり実施するイベントについても、引き続き支援、補助して

まいります。 

  ・西区まちづくり推進事業（コミュニティ課） １９，８３１千円の内数 

（回答）北区コミュニティ課 

 区民まつりや区単独イベントについては、郷土意識の醸成及び地域住民の連帯を一層深

め、地域の活性化を図るため、「北区民まつり」及び「北区文化まつり」に対し、継続的

に支援してまいります。また、区内の市民活動団体の育成と活性化のため、引き続き、地

域のまちづくり活動への支援、補助をしてまいります。 

  ・北区まちづくり推進事業（コミュニティ課） ２１，６１３千円の内数 

（回答）大宮区コミュニティ課 

 区民まつりについては、地域主体・区民参加型による地域の特徴を生かしたイベントと

なるよう、実行委員会と連携を図りながら工夫してまいります。 

 また、区の魅力と特色を生かした地域イベントを工夫し開催してまいります。 

 区内の市民団体が実施する区の活性化と魅力あるまちづくりの推進に寄与する事業につ

いても、引き続き支援してまいります。 

  ・大宮区まちづくり推進事業（コミュニティ課） １８，６８２千円の内数 

（回答）見沼区コミュ二ティ課 

 区民まつりや区単独イベントについては、地域の方々と協働して実施する区民まつりの

「見沼区ふれあいフェア」、文化活動を通じて区民の交流を促進する「見沼区文化まつり」

を引き続き開催し、地域コミュニティの醸成と活性化のための支援をしてまいります。ま

た、区内の市民活動団体の育成と活性化のため、引き続き、地域のまちづくり活動への支

援、補助をしてまいります。 

  ・見沼区まちづくり推進事業（コミュニティ課） １８，６６９千円の内数 

（回答）中央区コミュニティ課 

 「区民まつり」や「アートフェスタ」事業のほかに、区内で活動する団体が、中央区の

魅力あるまちづくりのために実施する活性化事業に要する経費に対して、引き続き支援を

行います。また、これらの事業について、引き続き区民との協働により実施する仕組みや

内容を検討することで、参加者の満足度のアップ及び事業の効果を高めてまいります。 

  ・中央区まちづくり推進事業（コミュニティ課） ２４，５９９千円の内数 

（回答）桜区コミュニティ課 

 区民との協働により開催する「桜区区民ふれあいまつり」については、地域コミュニテ
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ィの醸成や地域の活性化を図るため、引き続き支援してまいります。 

 また、区内の市民団体が実施する区の活性化と魅力あるまちづくりの推進に寄与する事

業についても、引き続き支援してまいります。 

  ・桜区まちづくり推進事業（コミュニティ課） １２，９３４千円の内数 

（回答）浦和区コミュニティ課 

 浦和区内４会場で開催している「浦和区民まつり」については、区民による区民のため

のおまつりとして、地域の特色を活かした様々な催しの企画運営を通じてコミュニティの

活性化を図っております。そのほか、区民の世代を超えた交流の場を創出するとともに、

魅力あるまちづくりに資する事業について引き続き支援してまいります。 

  ・浦和区まちづくり推進事業（コミュニティ課） １９，４６７千円の内数 

（回答）南区コミュニティ課 

 区民まつりや区単独の地域イベントについては、地域や世代の垣根を越えた交流を図り、

ふるさとへの愛着や一体感を醸成し、地域コミュニティの活性化を推進するため、「南区

ふるさとふれあいフェア」を開催するほか、魅力あるまちづくりに資する事業であって、

市民活動を行う団体に対して、適切な支援を行ってまいります。 

  ・南区まちづくり推進事業（コミュニティ課） １９，５２２千円の内数 

（回答）緑区コミュニティ課 

 区民まつりや区単独の地域イベントなどについては、地域コミュニティの活性化を図る

ため、「緑区区民まつり」や「東浦和駅前クリスマスイルミネーションの点灯」、「緑区

オープンガーデン」等の区の特色を生かしたイベントに対し、引き続き支援を行ってまい

ります。 

  ・緑区まちづくり推進事業（コミュニティ課） １６，８７０千円の内数 

（回答）岩槻区コミュニティ課、岩槻区観光経済室 

 岩槻区の特性を生かしたイベント「岩槻やまぶきまつり」や「城下町岩槻鷹狩行列」な

どについては、地域コミュニティの醸成や地域の活性化を図るため、引き続き支援してま

いります。 

  ・岩槻区まちづくり推進事業（コミュニティ課） ２７，４５１千円の内数 

  ・岩槻区まちづくり推進事業（観光経済室） １４，８６０千円の内数 

９８）自治会員の加入率低下に歯止めをかけるため、自治会への各種要請・申請手続につ

いては、自治会役員の負担軽減のため、事務作業の負担の少ない仕組みに改善していくこ

とや、要請・申請手続きの集約化など事務作業の軽減など改善の余地が多い事務を見直す

こと。 また、民生委員等の推薦などについて自治会から行っていることも課題であり、今

までの方策の再考も含め検討すること。  

（回答）コミュニティ推進課 

 自治会の各種申請手続きについては、令和３年度から自治会運営補助金についてメール

での申請受付を開始し、申請時の来庁を不要とするなど、負担軽減を図っているところで

す。一部補助金については、電子申請サービスの利用が可能となっており、更なる自治会

の負担軽減に努めてまいります。 

（回答）福祉総務課 

 民生委員・児童委員の推薦については、民生委員・児童委員として活動する上で、地域

の関係諸団体との連携が必要不可欠であることから、推薦にあたり、自治会をはじめとし

た地域の団体にご協力いただく必要があります。 

 全国的に民生委員のなり手不足が課題となる中、今後のなり手確保に当たっては、主な
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選考団体である自治会や実際に活動いただいている民生委員の方々を対象としたアンケー

ト等を通じて、課題やご意見を整理することで、なり手不足解消に向けた見直しを図って

まいります。 

  ・民生委員活動事業（民生委員推薦会等の開催） １，７７４千円 

９９）マンション管理の適正化を図るため、積極的関与、施策展開を検討すること。有識

者から意見を聴取し、適切に施策を展開し、更なる発展充実に努めること。また、有識者

派遣等については、適正な報酬設定を行うこと。 

（回答）住宅政策課 

 マンション管理の適正化については、適正に報酬設定を行い、有識者の意見を聞きながら、

プッシュ型アドバイザー派遣やマンション管理相談等を実施し、積極的に施策展開を推進

してまいります。 

  ・住宅政策推進事業（マンション管理適正化の推進） ７，８４２千円 

１００）昨今の全国的な人口減少に伴い、本市においても空き家対策を専門的な見地から

解決に導くため、諸団体との連携を強化していくこと。 実効性・実用性のある解決策とし

て、先ず、水道局において生活の拠点となりうる住居すべてに対して個宅メーターを必ず

設置し、個人の生活実態を正確且つ適切に把握をして、諸団体との連携をするなどの方策

を検討すること。  

（回答）環境総務課 

 諸団体との連携については、これまでも空き家ワンストップ相談窓口事業実施において、

空き家問題に取り組んでいるＮＰＯ法人や不動産団体等と連携してまいりました。令和８

年度からは、令和５年の空家特措法改正により制度化された空家等管理活用支援法人の活

用や協定団体と連携しながら、空き家問題等の解決に努めてまいります。 

  ・空き家等対策事業 ６，３４５千円 

（回答）営業課 

  生活の拠点となりうる住居に対しては、水道メーターを設置し、２か月ごとの定例検針

で使用状況を把握しておりますが、長期にわたって使用の実態がなく、中止中の水道メー

ターについては、漏水等のリスクがあるため所有者の了解の下、取り外しを行っておりま

す。 

 なお、本市の空き家対策計画において、市内空き家棟数調査のため、水道閉栓データを

環境局へ提供しているほか、検針時に異変を発見した場合は、本市福祉部門へ情報提供を

行うなど、連携体制を構築しております。 

１０１）許可認可業務について、違反行為を防止するために掲示版や窓口等への掲示を徹

底すること。  

（回答）市民生活安全課 

 許可認可業務に関する掲示については、各士業の関係団体と連携しながら、窓口でのチ

ラシ・ポスター等の掲示について引き続き取り組んでまいります。 

１０２） 家庭から排出される古紙や古繊維などのいわゆる有価物の収集については市民生

活に欠かせない業務であることから、収集運搬業務の委託形態を変更する際には慎重に検

討すること。また、社会情勢を鑑み、予算の増額等、適正な措置を講じること。  

（回答）廃棄物対策課 

 資源物収集運搬業務の委託形態については、社会情勢を踏まえながら慎重に検討すると

ともに、適切な予算積算に努めてまいります。 
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  ・資源分別収集運搬処理事業（資源物収集運搬業務委託） 

 ２，２９１，２５２千円の内数 

１０３）ゼロカーボンシティ実現に向け、二酸化炭素排出量が少ない LP ガスや太陽光、省

エネ家電等について広く周知を行うとともに各種設備導入補助について引き続き検討する

こと。また、掲げた目標値に近づくよう具体策を掲げ市民へ広く周知すること。 

（回答）ゼロカーボン推進戦略課 

 ゼロカーボンシティ実現に向け、ＳＮＳ・イベント・出前講座等により継続して発信を

行い、市民や事業者の二酸化炭素排出量削減に向けた取組を推進してまいります。 

 市民に対しては、令和７年度は新たに太陽光発電設備・蓄電池の共同購入事業を開始し、

スケールメリットにより割引された価格で購入できるよう支援を行っております。また、

省エネ設備等への補助金として、令和７年度より新たに省エネ・断熱住宅普及促進補助金

を開始し、省エネ設備等の導入支援を行っております。 

 市内事業者に対しても、重点対策加速化事業補助金等を引き続き実施し、太陽光発電設

備等の設置を支援するとともに、新しい国民運動である「デコ活」の普及啓発を進めてま

いります。 

  ・地球温暖化対策事業 ２，０４２，５２７千円の内数 

１０４）日本語を母語としない市民へ、やさしい日本語及び実情に沿った多言語による市

政情報提供を行うこと。 

（回答）観光国際課 

 日本語を母語としない市民への市政情報提供については、市ホームページでやさしい日

本語を含む英語、中国語、韓国・朝鮮語で情報発信しているほか、ＳＮＳにおいても多言

語で発信を行っており、引き続き積極的な情報発信に努めてまいります。 

・国際交流事業（国際交流の機会増加及び多文化共生意識の醸成） 

 ９０，７０５千円 

１０５）人と動物が幸せに暮らせる社会の実現のため、動物虐待防止、殺処分ゼロを目指

し、動物愛護政策を推進すること。特に市民ニーズの見込まれる、飼い主のいない猫の去

勢・不妊手術の一部助成や集合狂犬病予防注射等については今後も広く周知するとともに、

効果的に事業を推進すること。 

（回答）動物愛護ふれあいセンター 

 殺処分ゼロを目指し、動物愛護政策を推進することについては、健康状態等に問題がな

い動物は譲渡を推進するとともに、引き続き保護収容動物の返還及び飼い主への適正飼養

の啓発を行ってまいります。 

 また、動物虐待防止については、不適正飼養や殺傷等、犯罪としての動物虐待というべ

き事案の場合は、警察と連携して巡回や現地確認を行ってまいります。 

 動物の愛護及び管理に関する法律において、虐待の疑いのある動物を診療した獣医師の

通報が義務付けられておりますので、虐待防止に向けた飼い主への啓発と併せ、情報の把

握に努めてまいります。 

 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術への助成については、引き続き、ホームページ、市

報等を通じて周知を行い、市民が利用しやすいように努めてまいります。  

 集合狂犬病予防注射の周知については、ポスターを自治会の掲示板及び「さいたま市狂

犬病予防協会」所属の動物病院に掲示するとともに、市報・ホームページ等を通じて市民

に周知を行ってまいります。また、犬の登録がされている飼い主に対して、集合狂犬病予

防注射のお知らせはがきの送付を行い周知してまいります。 
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 今後も、市民に広く周知啓発を行い接種率の向上に努めてまいります。 

  ・動物愛護指導事業（動物愛護ふれあいセンター）（動物愛護推進事業） 

 ２１，２０９千円の内数 

  ・動物愛護指導事業（動物愛護ふれあいセンター）（飼い主のいない猫の去勢・不妊

手術費等助成） ５，８４０千円 

  ・動物愛護指導事業（動物愛護ふれあいセンター）（狂犬病予防事業） 

 １９，１３８千円の内数 

  ・職員人件費（職員課）（狂犬病予防事業） １，３５５千円 

７．まちづくり・市民協働  

地域の生活に密着したまちづくりのためには、市民と双方向の協議をおこない、市民協働

によるまちづくりを進めることが重要になってくる。特に鉄道やバス、自転車などの交通

政策や安全な道路に関連する整備は市民生活に不可欠な都市機能であり、経済活動・市民

生活に直接関わる重要な課題であることを再認識して頂きたい。  

  

１０６）スマイルロードや狭あい道路の整備に関し、南北各建設事務所からの発注量を市

民ニーズに合わせた均等な割合に是正していくこと。更に、工事受注の機会は市内企業均

等にするよう努めること。  

（回答）道路環境課 

 暮らしの道路、スマイルロード整備事業については、拡幅に必要な用地の確保等、整備

に必要な諸条件が整った箇所について、緊急性、必要性の高い箇所から順次整備を進めて

おります。 

 今後も新規要望や積み残し件数の割合を考慮し、適切な工事発注に努めてまいります。 

  ・道路維持事業（スマイルロード整備事業） １，１３４，３００千円 

  ・道路整備事業（暮らしの道路整備事業） ６３６，５９５千円 

（回答）契約課 

 本市発注の建設工事においては、地域経済の活性化及び市内業者育成の観点から一般競

争入札については原則、地域区分を市内本店業者としております。指名競争入札について

は、更に地域性を重視し、施工場所の区に本店を有している業者を優先的に配慮した選定

を行っております。 

 今後も、市内企業の育成のため、品質の確保はもとより、経済合理性や公正性等につい

て、総合的に勘案しながら、より適切な建設工事の発注に努めてまいります。 

１０７）踏切の解消に全力で取り組むとともに当面の施策として狭隘な踏切や待ち時間の

長い踏切など課題の多い危険な箇所についてはスムーズな車両の通行と高齢者や子どもが

安全に渡れるよう、東日本旅客鉄道㈱並びに東武鉄道㈱と改善促進について至急交渉を行

うこと。 更に、高齢者にやさしい道路案内標識の新設、通学路や交通量の多い水路の暗渠

化による安全な道路整備、景観を損なう防護柵の美装及び改修の推進、また、災害時に対

応できる電線類の地中化推進など、市民の安全で快適な移動空間を確保する事業を計画的

に実施するとともに、進捗状況について公開すること。  

（回答）道路環境課 

  踏切の対策については、継続的に鉄道事業者と協議を行っており、踏切道改良促進法の

指定を受けた箇所のうち、拡幅等の整備が必要である歩道が狭い踏切について、優先的に

整備を進めております。 

 また、歩道等整備事業などにおいて、教育委員会と水路管理者等と連携し水路の歩道化
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整備や、道路の新設や改築の際において、道路案内標識の新設や防護柵の改修、電線類の

地中化推進など、市民の安全で快適な移動空間を確保に努めてまいります。 

  ・交通安全施設整備事業 ３，９７６，３３４千円の内数 

１０８）交通弱者地域の解消や高齢者の移動支援に対処するため、利用料を軽減した外出

ができるような仕組みづくりや駅と家庭とを繋ぐ新たな交通手段の創出をすること。また、

高齢者の免許返納のための取組を構築していくと同時に、コミュニティバスと乗合タクシ

ーの乗換提携、運行路線の見直し、乗車率アップのＰＲ、位置情報の提供等を実施し、更

なる乗車率アップを促進すること。コミュニティバスと乗合タクシーの目的や地域事情の

違いに配慮すべきことから、社会情勢や都市構造の変化に応じて、近隣自治体との連携に

ついても推進し、ガイドラインの見直しを実施すること。また、収益構造の見直しについ

ては、高齢者割引など区役所権限で地域特有の性質を助成額として加味することや、広

告・協賛金収入などの新たな収入源を確保できる委託業者の独自性を確保するなど、柔軟

な運営施策を検討すること。  

（回答）市民生活安全課、高齢福祉課、交通政策課 

 高齢者の移動支援について、令和３年度から、日常生活に必要な買い物や通院等の移動

が困難な高齢者などの外出を支援することを目的に、高齢者等の移動支援事業を実施して

おります。 

 また、運転免許の自主返納制度については、周知を図ってまいります。 

 コミュニティバス等の利用促進や収支改善に向けた取組については、地域組織と連携し

利用者増加を図るとともに、協賛金等の運賃収入以外の収入についても研究してまいりま

す。また、乗合タクシーの利便性の向上につなげるため、バスロケーションシステムの導

入を進めてまいります。近隣自治体との連携については、地域の実情や利用状況を踏まえ、

検討してまいります。 

 コミュニティバス等導入ガイドラインについても、路線バス廃止への対応やコミュニテ

ィバス・乗合タクシー以外のモビリティや高齢者の移動支援事業の位置付けなど、社会情

勢の変化等を踏まえ、「（仮称）再構築ガイドライン」の策定に向けた検討を進めてまい

ります。 

  ・交通安全推進事業（交通安全啓発事業） ３,５５０千円の内数 

  ・生涯現役のまち推進事業（高齢者等の移動支援事業の拡大） ３，１２０千円 

  ・バス対策事業 ３６４，６５６千円の内数 

１０９）自転車専用道路の整備を進めるとともに、路面の状況が芳しくない箇所について

は、改善に努めること。また、自転車ヘルメット着用率向上のため、市民への更なる啓発

や補助金導入等を検討すること。道路交通法の改正に伴い、安全な自転車利用について、

子どもや高齢者も含め全市民へ分かりやすく啓発を行うこと。放置自転車については引き

続き適切な対処に努めること。 

（回答）市民生活安全課 

 自転車ヘルメット着用率向上及び安全な自転車利用については、「さいたま市自転車安

全利用講習」を開催し、講習参加者を対象に、購入費用の一部補助を行うほか、市ホーム

ページでの周知、交通安全教室での周知や季節の交通安全運動等にあわせた啓発活動を実

施します。 

 自転車ヘルメット着用率の向上については、効果的な取組を引き続き検討してまいりま

す。 

  ・交通安全推進事業（安全な自転車利用の推進） １,３４４千円の内数 

  ・交通安全推進事業（交通安全教室事業） １,１０３千円の内数 
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（回答）自転車まちづくり推進課、道路環境課 

 自転車専用道路の整備については、「さいたま市自転車ネットワーク整備計画」に基づ

き、引き続き事業を推進してまいります。また、安全で快適な自転車通行環境を確保でき

るよう路面の補修等を実施してまいります。 

  ・交通安全施設整備事業（自転車通行環境整備事業） ３１０，９００千円  

 自転車ヘルメット着用率向上に向けた啓発については、関係部局と連携のうえ、サイク

ルフェスタに啓発ブースを出展するとともに、子育て世代を対象とした「パパ・ママ自転

車安全推進サポーター事業」において、自転車交通安全講習会を通じてヘルメット着用の

必要性・有効性の周知を図り、子ども用ヘルメットの進呈などの取組を継続してまいりま

す。 

 また、安全な自転車利用に向けた啓発については、情報公開コーナーへ「さいたま自転

車ルールブック」を配架するほか、「自転車安全啓発チラシ」を自治会を通じて回覧する

など、啓発活動を継続してまいります。 

 ・自転車政策事業（サイクルフェスタの開催） １４，３５５千円の内数 

  ・自転車政策事業（パパ・ママ自転車安全推進サポーター事業） 

 １１，００５千円の内数    

  ・自転車政策事業（事務費その他）（一部） ５，６１６千円 

 放置自転車対策については、引き続き主要駅周辺の監視体制を強化し、放置自転車削減

に努めてまいります。 

  ・放置自転車対策事業（放置自転車等指導・啓発（監視）業務） ５２，７４５千円 

１１０）街路樹の大径木化や落葉等の影響、美しい都市景観形成も鑑み、計画的に市内の

樹木を維持管理すること。また、樹木の管理等については、複数年にわたる契約による維

持管理の効果についても検討し計画的な管理の体制について有識者や関係者等と広く協議

すること。 

（回答）道路環境課 

 市内の街路樹については、「さいたま市街路樹維持管理マニュアル」に基づき、街路樹

の機能が十分に発揮するよう、適切に維持管理・整備しているところです。 

 樹木の管理等については、他都市の先進事例を研究しながら、道路状況や地域の特性に

応じて、持続可能な街路樹の管理が実施できるよう、検討してまいります。 

  ・道路維持事業（道路修繕事業） ７,５６４,１５５千円の内数 

１１１）上下水道の使用料を適切に徴収し、市内上下水道管路等の管理及び更新を計画的

に行うこと。 

（回答）水道財務課、水道計画課 

 水道料金については、水を送るためにかかる原価に加え、老朽化した水道管を計画的に

更新する等、安定した給水を行うために必要な経費も含めて、お支払いをいただいており

ます。 

 なお、中長期的な視点から水道事業審議会においても御議論をいただいており、バラン

スの取れた投資・財政の在り方について総合的に検討してまいります。 

  ・老朽管更新事業（一部） １１，０４５，５５８千円 

（回答）下水道総務課、下水道維持管理課 

 下水道使用料については、引き続き、水道局と連携を図りながら適切に徴収してまいり

ます。 

 下水道管路等の管理については、「さいたま市下水道事業中期経営計画」において、下
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水道管を予防保全するための点検・調査の推進に取り組んでおります。今後、老朽化が進

む下水道管が増加することから、適切に点検・調査を行いつつ、国の制度等の見直しや技

術開発の動向に注視し、計画的に老朽化対策を進めてまいります。 

 ・管きょ整備事業 ２，０１３，２６５千円の内数 

（回答）下水道計画課 

 中心市街地周辺の下水道管のうち、点検・調査により対策が必要と判断したものについ

て計画的に改築を行います。 

  ・下水道施設老朽化対策事業（改築） １，１４８，７４９千円の内数 

 

８．災害に強いまちづくり・減災・防災 

災害に強いまちとは、まちの施設や環境が安全で快適に整備されていることと同時に、地

域の人々が助け合える（共助できる）様な関係が構築されていることが不可欠である。地

域の被害を軽減する災害に強いまちづくりには、地域内でのネットワークの強化が重要で

ある。地域には自治会、学校組織、職能団体組織、企業などさまざまな組織があり、これ

らの多種多様な主体が一丸となり、災害に強いまちづくりを構想し、役割分担して有事に

備えることが必要となっている。  

一方、自然災害は避けることが難しく、被害をなくすことは極めて困難であるが、予防

を含め減災をすることは可能であるため、国の国土強靭化計画をもとに減災に力を入れた

施策を具体化されたい。特に最近頻繁に起こるゲリラ豪雨や竜巻などの風水害についても、

減災の観点から対策を講ずるエリアについては早急に予算化し対処する必要がある。  

 なお防災施策については、自助・共助・公助の考え方を市民に徹底し、地域の実態に即

した防災体制の構築を具体化されたい。  

  

１１２）災害救助法の改正を受け、救助実施市の申請にあたり、救助費用の財源確保のた

めの災害救助基金の積み立てを円滑に進めること。また、防災体制について国や県との連

携を更に推進していくこと。  

（回答）防災課 

 災害救助基金の積立てについては、災害救助法の基準により定められております。埼玉

県の普通税収入決算額と本市の人口割合により算出する積立額の積立てを実施しておりま

す。 

 また、防災体制については、救助実施市として国や県との緊密な連携を図り、応急的に

必要な救助を行う体制を整えてまいります。 

  ・災害救助基金積立金 ３２，５２９千円 

１１３）市民の生命・身体・財産を守るため地域防災情報等の伝達の新たな手段として地

域ＦＭ放送局との密接な連携体制を図ること。併せて、避難場所ごとにアマチュア無線機

の配置やＳＮＳ等の積極的な利活用を推進していき、アナログとデジタルを共有しながら

防災対策に取り組むこと。  

（回答）防災課 

 地域ＦＭ放送局については、ＣｉｔｙＦＭさいたま株式会社や株式会社エフエムナック

ファイブと災害時における放送要請に関する協定を締結しております。災害時にラジオ等

を活用し、幅広く情報の伝達を行うため、ＣｉｔｙＦＭさいたまへの割込み放送ができる

よう、現在防災情報配信システムの改修を進めており、令和８年度からの運用開始に向け、
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相手方と放送に関しての協議を進めているところです。 

 また、さいたま市アマチュア無線防災ネットワークと災害時における情報収集及び共有

の協力に関する協定を締結しているほか、毎年開催している本市総合防災訓練に参加して

いただくなど、連携の強化に努めております。今後も、ＳＮＳの活用を含め、様々な手段

を活用した情報収集及び情報発信を行う体制を整えてまいります。 

  ・防災対策事業（防災行政無線の災害時の対応強化）（一部） ３９６千円  

  ・防災対策事業（防災情報収集・伝達体制整備事業）（一部） ２，５３７千円 

１１４）大規模災害等に備え、都市インフラの供給源に偏らず、プロパンガス等を用いた

エネルギー供給を平時より活用し、災害等に備えること。  

（回答）防災課 

 大規模災害に備えたエネルギーの供給については、埼玉県ＬＰガス協会と災害協定を締

結しており、災害時に速やかな支援要請・調達が行えるよう定期的に情報交換を行ってお

ります。また、災害発生時の連携・強化を高めるため、総合防災訓練への参加協力をお願

いしております。 

１１５） 豪雨災害が頻発しているなか、治水施設の整備と雨水流出抑制施設の設備が重要

であるが、浸水対策が必要な準用河川、普通河川については、予防的減災対策を考慮した

対策を早急に実施すること。宅地化の進展により、下水道の普及が遅れている地域におい

ては整備強化を図るとともに、内水対策として道路冠水・床上浸水などがゲリラ豪雨時に

頻繁に発生するエリアにおいては、Ｕ字溝設置や雨水桝の設置、浸水性舗装など雨水流出

抑制対策メニューを駆使して、暫定的にでも整備する必要性が高まっていることから、地

域の実状に合わせた整備を早急に具体的に検討すること。  

（回答）河川課、下水道計画課 

 浸水対策が必要な河川における予防的な減災対策については、浸水被害の発生状況や地

域特性を踏まえて、河川整備や、流域貯留浸透施設の整備など、効率的、効果的な対策に

取り組んでまいります。 

 下水道による浸水対策が遅れている地域については、浸水被害の発生状況や市民要望な

どを踏まえて「整備促進エリア」を選定するなど優先順位を定めて進めてまいります。ま

た、ゲリラ豪雨時に道路冠水・床上浸水などが頻繁に発生するエリアについては、地域特

性を踏まえ、関係部局と連携を図りながら総合的な治水対策を検討してまいります。 

 下水道の汚水整備については、合併処理浄化槽との役割分担により、下水道による整備

が効率的な区域において、整備を進めてまいります。 

  ・河川改修事業 ２，００８，４１４千円の内数 

  ・下水道浸水対策事業 １，９４６，２８３千円の内数 

  ・下水道汚水事業 ２，３１５，６９１千円の内数 

１１６）災害時における安定的な電力確保のため、公共施設のみならず、保育園や幼園、

こども園、病院、高齢者施設、障害者施設、市営住宅等に発電機を設置、法定点検等を遵

守し、災害等に備えること。  

（回答）防災課 

 市民の自助・共助・公助については、自主防災組織が行う訓練や、資機材の購入に対す

る補助金等により自主防災組織の活動を促進し、引き続き意識の醸成を図ってまいります。 

 自主防災組織結成率の向上については、未結成自治会への結成マニュアルの配布のほか、

自主防災組織連絡協議会における総合防災訓練での展示ブースの出展や自主防災組織・自

治会を対象とした啓発セミナーの開催により、自主防災組織未結成の自治会に対し周知を
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図ってまいります。 

 また、自主防災組織連絡協議会の総会において、消防団募集に関するチラシの配布等を

することで、消防団の周知、自主防災組織との連携促進を図ってまいります。 

  ・防災対策事業（災害用物資備蓄等による災害対応力の向上）（一部） 

 １，７１８千円 

１１７）災害から生命・財産を守り混乱や被害を最小限に抑えるために、市民の自助・共

助・公助の意識を醸成させるとともに、地域防災体制を強化するための自主防災組織率の

向上を図り、自治会、消防団、自警消防団等の連携強化を図る支援をおこなうこと。その

ために平時からの協力体制や役割分担を明確にして、防災訓練を実施するなど地域防災体

制を確立していくこと。また、有事の際における緊急消防援助隊の活動拠点となる大規模

訓練施設の設置を早急かつ具体的に検討すること。  

（回答）防災課 

 市民の自助・共助・公助については、自主防災組織が行う訓練や、資機材の購入に対す

る補助金等により自主防災組織の活動を促進し、引き続き意識の醸成を図ってまいります。 

 自主防災組織結成率の向上については、未結成自治会への結成マニュアルの配布のほか、

自主防災組織連絡協議会における総合防災訓練での展示ブースの出展や自主防災組織・自

治会を対象とした啓発セミナーの開催により、自主防災組織未結成の自治会に対し周知を

図ってまいります。 

 また、自主防災組織連絡協議会の総会において、消防団募集に関するチラシの配布等を

することで、消防団の周知、自主防災組織との連携促進を図ってまいります。 

  ・自主防災組織育成事業（自主防災組織育成） １２０，３２４千円 

（回答）消防企画課 

 大規模訓練施設については、令和３年３月に策定した「さいたま市消防力整備計画」の

中で、必要となる敷地、規模や立地などの諸条件を整理したところであり、今後は、条件

に見合う候補地の情報収集を図りながら調査を進めてまいります。 

 当該施設の整備には大きな財政負担を伴うことから、用地が確保でき次第、国に対して

財政支援について要望してまいります。 

１１８）災害時、特に風水害の際、地域によっては避難場所に行く際に移動距離等の課題

があるなか、避難場所の設定、避難場所までの移動ルートの設定、避難場所での避難者集

中化問題、病院などの公共的施設での一時避難対策、要支援者の移動支援の構築なども含

めて、ガイドラインに沿った策定支援をおこなうこと。また、荒川流域の南区、桜区、西

区においてはより一層の防災体制を構築すること。  

（回答）防災課、西区、桜区、南区 

 荒川の氾濫・越水による浸水被害が発生する場合には、浸水想定区域から区域外への広

域避難を行うことが必要となります。 

 そのため、荒川の浸水想定区域となる南区、桜区、西区については、発災時の円滑な避

難が可能となるよう広域避難計画を作成しており、一部の避難所に避難者が集中すること

のないよう努めています。 

  また、荒川流域の区においては、荒川洪水時の広域避難先を選定している場合は、避難

元の自治会と避難先の避難所運営委員会との交流や訓練の機会を設け、一層の防災対策の

構築に努めております。 

 さらに、徒歩での広域避難が困難な要配慮者等が車で避難できるよう、民間施設等との

協定により駐車場を確保しています。 
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 その他、避難に暇がない場合の緊急的な避難に対応できるよう、浸水想定区域内の４５

か所の学校の上層階を緊急避難場所として指定し、垂直避難を可能としています。引き続

き、各区役所と連携しながら、避難場所の確保など、広域避難への対応を行ってまいりま

す。 

   ・西区まちづくり推進事業（防災啓発事業） ４０３千円 

    ・桜区まちづくり推進事業（防災啓発事業） ５８５千円 

  ・桜区まちづくり推進事業（体験型防災啓発事業） ３，７６７千円 

    ・南区まちづくり推進事業（南区地域防災力向上事業） １，４２３千円 

  ・南区まちづくり推進事業（体感型防災啓発事業） ４，１５０千円 

１１９）災害発生時の区災害対策本部は、速やかに本部長の判断のもと目の前の事態に迅

速かつ的確に対応できる体制の確立や、地域の情報収集の人員確保ができる体制づくりを

すること。また、市職員等が地域に住み暮らすための施策を講じること。さらに、自治会

や自主防災組織から市有地・市有施設など（公園・学校・高架下など）の公有地（県・国

を含む）に防災倉庫の設置要望や防災井戸、防火水槽などの防災水利の設置要望があった

際には、避難場所に行く前の一時避難用に効果があることから、速やかに設置できるよう

部局横断的に支援していくこと。  

（回答）防災課、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、 

岩槻区 

 災害対応に係る体制づくりについては、災害発生時に、速やかに全庁各班において目下

の事態に対応できるよう、引き続き地域防災計画に定める「災害対策に関わる事務分掌」

を始め、各部マニュアルの整備、庁内各所管課との調整・整備に努めてまいります。また、

大規模災害時における、各班の役割分担や災害対応のイメージ形成を図るため、引き続き、

災害対応に係る図上訓練を行ってまいります。 

 市有施設などへの防災倉庫の設置については、候補地を所管する関係部局との調整を実

施しており、引き続き、必要な支援を続けてまいります。また、地域の住民に生活用水と

して提供する井戸(防災対策用指定井戸)を確保するため又は既に自主防災組織が指定した

防災対策用指定井戸の水質を維持するために、自主防災組織が行う水質検査事業に対し、

補助を継続してまいります。 

  ・防災訓練事業（さいたま市災害対策図上訓練）  ４，０００千円 

  ・自主防災組織育成事業（自主防災組織育成） １２０，３２４千円 

（回答）職員課 

 職員の処遇については、職員の市内居住率が著しく低下することのないよう、他指定都

市の状況等を踏まえ、必要な方策を引き続き研究してまいります。 

１２０）さいたま市防災アプリや防災ガイドブック、避難所運営マニュアル、さらに発災

時の災害関連情報の伝達にあたっては、市民の幅広いニーズや障がい等の様々な事情を考

慮し、実情にあった情報提供手段について検討し、然るべき整備を進めること。 

（回答）防災課 

 防災啓発については、市民に適切な情報提供ができるように市報、市ホームページ、情

報公開コーナー、ＳＮＳ、さいたま市防災アプリなど様々なツールを活用しているところ

です。 

 また、避難情報などの災害情報についても市ホームページ、ＳＮＳ、さいたま市防災ア

プリ、防災行政無線などを活用し、迅速かつ的確に情報提供できるよう努めております。 

 引き続き、防災啓発、災害情報の適切な情報提供の整備を進めてまいります。 
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  ・防災対策事業（防災情報収集・伝達体制整備事業）（一部） ８，７５２千円 

  ・防災対策事業（防災行政無線の災害時の対応強化）（一部） １１６,６４４千円 

１２１）災害時、妊産婦及び乳幼児の安全確保のため、避難所での支援、母子専用の救

護・避難所の設置、自宅避難者への訪問等について助産師等の有識者と連携し、必要な環

境整備や具体的な運用方法について十分に検討すること。 

（回答）防災課、母子保健課 

 妊産婦や乳幼児への避難所での支援については、妊産婦や乳幼児のためのスペースを優

先的に確保するとともに、避難所へ助産師や保健師の派遣を行い、専門的な知見も取り入

れながら、避難者が安心して避難所生活を送ることができるよう対応してまいります。 

 母子専用の救護・避難所の設置については、令和７年１２月１日に「さいたま市男女共

同参画推進センター」を妊産婦・乳児のための福祉避難所に指定しました。 

 自宅避難者への訪問など、助産師等の有識者と連携及び環境整備については、埼玉県助

産師会等の関係団体と連携し、必要な支援を実施できるよう体制を整備してまいります。 

１２２）救助実施市として、災害医療体制を充分に整備すること。また、被災時における

医療機関及び保険薬局等の機能維持が困難になる可能性を考慮し、医師や薬剤師等の有識

者と連帯して必要な環境整備（モバイルファーマシー等）に努めること。 

（回答）地域医療課 

 災害医療体制については、災害時医療に精通する医師や関係団体の有識者で構成する災

害保健医療体制検討会等で意見交換や情報共有を行っております。 

 また、発災時の医療機関の機能を維持するため、引き続き、医療救護所の体制整備を進

めてまいります。 

  ・地域医療推進事業（地域医療課）（一部） ６，２３３千円 

（回答）生活衛生課 

 災害時の医薬品供給等の環境整備については、一般社団法人さいたま市薬剤師会等の関

連団体との協定の締結及び業務の委託によって行っております。 

 モバイルファーマシーの導入等については、車両の平時の利用や導入及び維持管理の費

用負担等の観点から、県を単位とした広域的な対応が望ましいと考えます。 

 現在、埼玉県において、埼玉県薬剤師会等の御意見を伺いながら県内薬科大学と協議を

行うなど、導入に向けた検討の動きがあることから、その動向を注視してまいります。 

  ・薬務事業（さいたま市災害用医薬品等備蓄業務） １７９千円 

１２３）災害等の緊急時において、来訪外国人や日本語を母語としない市民への情報伝達

が円滑に行われるよう十分な対策を検討すること。 

（回答）防災課 

 外国人等への情報伝達については、多言語に対応した防災ガイドブックや洪水ハザード

マップなどを作成し、災害時の対応に備えております。また、「さいたま市防災アプリ」

の多言語対応と、サポートしていない言語については、「Ｓａｆｅｔｙ ｔｉｐｓ」（災

害時情報提供アプリ）へのリンク対応を行い、より多くの方に災害情報を伝達できるよう

対応します。 

  ・防災対策事業（防災情報収集・伝達体制整備事業）（一部） １４，１２４千円 

（回答）観光国際課 

 外国人等への言語対応については、国際交流センターにおいて専門員による多言語生活

相談を行うほか、出入国在留管理庁の通訳サービスの導入を行っており、引き続き情報伝
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達が円滑に行われるよう努めてまいります。また、埼玉県国際交流協会が運営する外国人

総合相談センター埼玉と引き続き協力・連携を行ってまいります。 

  ・国際交流事業（国際交流の機会増加及び多文化共生意識の醸成） 

 ９０，７０５千円 

１２４）避難所へのペット同行避難を希望する市民の安全が確保されるよう現状について

見直し、検討を行うこと。  

（回答）防災課 

 ペット同行避難を希望する市民の安全確保については、同行避難についての考え方を避

難所運営マニュアルや避難所におけるペット対応マニュアル、防災ガイドブック等に掲載

して周知しています。 

 また、避難所運営訓練においては、ペット同行避難を想定し、その対応等についての認

識共有を図っております。 

 今後も、出前講座や防災イベント等を活用し、餌やケージの持参などペット同行避難に

必要な情報を提供するなど、ペット同行避難を希望する市民の安全確保について取り組ん

でまいります。 

１２５）さいたま市総合防災訓練・防災フェアに係る経費や実施要項等について多角的に

検討し、効果的な予算措置を講じること。  

（回答）防災課 

 経費については、会場不良による訓練中止を避けるために鉄板の敷設箇所を増やした一

方、市職員による作業を増やして予算を削減するなど取り組みました。 

 また、訓練実施要項については、過去の大規模災害を踏まえ、庁内や関係団体と調整や

検討を行い、展示数を増やすなどの工夫を行いました。 

 今後も訓練の実績等を精査し、市民の防災意識の高揚や関係機関との連携強化を図るた

め、引き続き検討を進めてまいります。 

  ・防災訓練事業（さいたま市総合防災訓練の実施） ３１，７２４千円 


